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千葉県市町村職員共済組合

本誌をご家庭へお持ち帰りください

6



　

ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
の
世
界
観
を
感
じ
ら
れ
る
ふ
な
ば
し
ア
ン
デ
ル
セ
ン
公
園
は
デ
ン
マ
ー
ク
風
車
と
花
が
い
っ
ぱ
い

の
施
設
で
す
。ト
リ
ッ
プ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の「
ト
ラ
ベ
ラ
ー
ズ
チ
ョ
イ
ス 

世
界
の
人
気
観
光
ス
ポ
ッ
ト
２
０
１
５
」の「
テ
ー

マ
パ
ー
ク
部
門
」
に
て
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
、
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
シ
ー
に
次
ぐ
日
本
国
内
３
位
。
年
間
来
園
者
数
は

約
70
万
人
。
大
人
か
ら
子
ど
も
ま
で
楽
し
め
る
船
橋
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ふ
な
ば
し
ア
ン
デ
ル
セ
ン
公
園
★

自
然
を
身
近
に

感
じ
ら
れ
る
ま
ち

　
都
市
で
あ
り
な
が
ら
自
然
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
場

所
が
豊
富
な
船
橋
市
。
北
部
に
は
緑
豊
か
な
「
ふ
な
ば

し
ア
ン
デ
ル
セ
ン
公
園
」
や
県
民
の
森
が
あ
り
、
南
部

に
は
東
京
湾
に
面
し
た
貴
重
な
干
潟
が
残
る
三
番
瀬
が

広
が
り
、
海
岸
沿
い
に
は
「
ふ
な
ば
し
三
番
瀬
海
浜
公

園
」
が
あ
り
ま
す
。

　

前
面
に
広
が
る
人
工
干
潟
に

は
、
ハ
ゼ
、
ア
サ
リ
、
カ
ニ
、

な
ど
が
多
く
生
息
し
、
そ
れ
ら

を
狙
っ
て
多
く
の
水
鳥
が
集

ま
っ
て
き
ま
す
。
東
京
湾
の
豊

か
な
恵
み
を
感
じ
ら
れ
る
貴
重

な
公
園
で
す
。
４
月
～
５
月
に

か
け
て
、
潮
干
狩
り
も
開
催
し

て
い
ま
す
。

ふ
な
ば
し
三
番
瀬
海
浜
公
園

所：船橋市潮見町 40
料： （海 浜 公 園 ）潮干狩り・テニスコート・野球場は料金あり
　   （環境学習館）一般400円／高校生200円／小・中学生（市外）100円
時：9:00 ～ 17:00（施設によって異なります）
休：12/29 ～ 1/3（施設によって異なります）
問：（海 浜 公 園 ）047-435-0828
　　（環境学習館）047-435-7711
https://www.sambanze.jp/

都心に近いのに海や 自然もある便利なまち
　64万人を超える市民が暮らす船橋市は、東京から 20 キロメートル圏内 に位置する、都市と自然が調和したまちです。沿岸部には恵み豊かな海「三番瀬」、
内陸部に工業地、商業地、住宅地、農地が広がり、バランスのとれた産業、 活発な文化・スポーツなど、全国有数のポテンシャルが秘められています。船橋
市のタカラは、都会なのに身近に自然を感じられることと、スポーツや 文化が盛んなことです。

所：船橋市金堀町 525
料：一般 900円　高校生（生徒証提示）600円　
　　小・中学生 200 円　幼児（4 歳以上）100円
　　※入園料金無料日があります。

時：9:30 ～ 16:00
　　※時期によっては 17:00 まで
問：047-457-6627
https://www.park-funabashi.or.jp/and/

★施設利用券でおトクに利用できる施設です。

タカラその1

2 千葉のタカラ　船橋市
4 黒潮荘つうしん
6 全国共済施設案内「埼玉県」
7 ３歳未満の子を養育している組合員の方へ
8 現役世代も障害の状態になったと

きに受給可能な障害年金
10 「ねんきん定期便」をご確認ください！
11 自動車事故にあったとき
12 こんな給付ご存じですか？　療養費等について
14 医療費分析
15 整骨院・接骨院にかかるとき
16 負傷原因調査にご協力をお願いします／

資格喪失後の組合員証等の返納について
17 高齢受給者証の交付について
18 共済組合における国民年金第３号被

保険者に係る届出等について
20 扶養事実確認調査を行います
21 「標準期末手当等の額」の決定と標準

期末手当等決定通知書の送付について
22 アルバイトやパート等でお勤めの被

扶養者の皆さま、ご注意ください !!
23 子や父母（祖父母）を被扶養者と

する場合の注意点について
24 メンタルヘルス教室募集案内
25 ３日で学ぶ介護講座募集案内
26 「特定健康診査受診券」を６月下旬に発行し

ます！／歯科口腔健康診査の実施について
27 ゴルフ大会開催のお知らせ！
28 令和 5 年度契約施設のお知らせ
29 共済ローン（貸付事業、物資事業）をご活用ください
30 健康管理講座募集案内
31 医療費への備え、できていますか？／

年金制度の改善は年金者連盟から !!
32 令和４年度地区別共済制度研修会

を開催しました
34 共済組合からのお知らせ
36 那須の森ヴィレッジからのお知らせ
38 オークラ千葉ホテルニュース

ＣＯＮＴＥ
ＮＴＳ

船橋市
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※各施設の最新情報をご確認のうえ、お出かけください。
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都心に近いのに海や 自然もある便利なまち
　64万人を超える市民が暮らす船橋市は、東京から 20 キロメートル圏内 に位置する、都市と自然が調和したまちです。沿岸部には恵み豊かな海「三番瀬」、
内陸部に工業地、商業地、住宅地、農地が広がり、バランスのとれた産業、 活発な文化・スポーツなど、全国有数のポテンシャルが秘められています。船橋
市のタカラは、都会なのに身近に自然を感じられることと、スポーツや 文化が盛んなことです。

タカラその2

千葉の タカラ

船橋市発見！

●お問い合わせ先
　船橋市役所　 047-436-2111（代表）

小松菜

にんじん

　船橋には海産物も農産物もおいしいものがいっぱい！　三番瀬は江戸時代か
ら豊かな漁場として知られ、現在でも江戸前の魚介類の漁場となっています。農
作物では、野菜や果樹（梨）など、多彩な作物を生産しています。地産地消で
地物を食べられる飲食店もたくさんあります。

通年

５～６月

旬の時期のにん
じんは甘味が強く
て、ジュースでもおいしく飲めます。

ホンビノス貝

ふっくら肉厚で味の濃いホンビノス
貝。船橋の新名物です。

通年

海苔
12～3月

三番瀬でとれる海苔は、香りや色
つや、口どけのよさが特徴です。

スズキ
5 ～10月

千葉県が水揚げ日本一。なかでも船
橋漁港が有数の水揚量を誇ります。

葉付き枝豆
５～7月、10 ～11月

採れたての葉付き
枝豆は鮮度抜群。
一味違います！

お い し い ！
船橋の

「クボタスピアーズ船橋・東京ベイ」の
詳しい情報はこちらから

https://www.kubota-spears.com/

「千葉ジェッツふなばし」の
詳しい情報はこちらから

https://chibajets.jp/

ス
ポ
ー
ツ
が
盛
ん
な
ま
ち

梨
7月下旬～10月上旬

船橋は全国有数の梨の産地。幸水、
豊水、新高などがつくられています。

西船地区で生産される
小松菜は品評会でも高
評価。地物の小松菜
料理を出す店も！

©︎CHIBAJETS FUNABASHI/PHOTO:Keisuke Aoyagi

写真提供：クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
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夏夏の宿泊プラン
のご案内

なぎさコース 黒潮山海コース
海の幸、山の幸を贅沢にお召し上がりいただけます。
メインに牛ステーキをご用意し、
ボリューム的にも大満足いただけるコースとなっております。

牛肉の石焼きや鮮魚のお刺身などお召し上がりいただけます。
黒潮荘のスタンダードなコースとなっております。

 新プラン    黒潮祭のご案内 　　　黒潮荘感謝祭

期間：令和5年7月1日（土）～ 8月31日（木）まで期間：令和5年7月1日（土）～ 8月31日（木）まで

令和5年　6月 7月 8月 9月 10月

13 日㈫　14 日㈬　15 日㈭ 4 日㈫　5 日㈬　6 日㈭ 30 日㈬　31 日㈭ 5 日㈫　6 日㈬　7 日㈭ 
19 日㈫　20 日㈬

10 日㈫　11 日㈬
24 日㈫　25 日㈬　26 日㈭

11月 12月 令和6年　1月 2月 3月
7 日㈫　8 日㈬　
28 日㈫　29 日㈬　30 日㈭

5 日㈫　6 日㈬　7 日㈭
19 日㈫　20 日㈬

9 日㈫　10 日㈬　11 日㈭
30 日㈫　31 日㈬ 6 日㈫　7 日㈬　8 日㈭ 5 日㈫　6 日㈬　7 日㈭

⃝黒潮荘休館日

お一人様　お一人様　12,300円12,300円※※

期間：令和５年９月１日（金）～期間：令和５年９月１日（金）～
　　　　　　　９月30日（土）まで　　　　　　　９月30日（土）まで

期間：令和５年10月１日（日）～期間：令和５年10月１日（日）～
　　　　　　　10月31日（火）まで　　　　　　　10月31日（火）まで

　黒潮荘の料理長が厳選した新
鮮な海の幸を振舞います。ぜひ、
ご賞味ください。
　詳細につきましては、『共済だ
より8月号』をお待ちください。
　なお、黒潮荘のHPでは、最新
情報を掲載しております。

　4月に開催し大好評をいただきました、黒潮荘感謝祭が内
容をそのままに早くも再登場。
　今回も なぎさコース秋ver が5,500円（休前日は＋1,210円）、
さらに、次回ご利用いただける５％割引券（※）もお渡しいたします。
　この機会に、黒潮荘をお得に満喫してください。
※各種助成券控除後の金額から5％割引となります。

予告 予告

〈イメージ〉〈イメージ〉〈イメージ〉〈イメージ〉

第 ２ 弾

黒潮
荘の新

プラン！

アニバーサリープランの紹介
誕生日や還暦・定年・入学・快気祝いなど

＂おめでとう＂や＂ごくろうさま＂の気持ちとともに、
記念旅行のお手伝いをさせていただきます。

「ケーキ」または「フラワーバスケット」をお選びいただき「記念写真」もプレゼント

思い出に残る旅をお探しならアニバーサリープランをどうぞ。
その他、さまざまな行事でのご利用、ひとときの演出・サポートいたします。どうぞ、お気軽にご相談ください。

※詳細については、HPまたは黒潮荘にお問い合わせください。

※夏季繁忙期間（7月15日～8月31日）は特別料金になります。
　詳細については、ＨＰまたは、黒潮荘にお問い合わせください。

限定限定 限定限定

つうしん
令和５年度においても直営施設助
成金に特別加算（2,000 円）が加
わりさらにお得です！

お一人様　お一人様　
１泊２食付１泊２食付

8,800円8,800円※※

お一人様　お一人様　
１泊２食付１泊２食付

6,800円6,800円※※

42023.6　No.569　ちば共済だより
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フロント、ロビーを中心に虹の傘、フロント、ロビーを中心に虹の傘、
花手水をご用意し皆さまをお迎えい花手水をご用意し皆さまをお迎えい
たします。たします。

虹色のお飲み物をご用意いたします虹色のお飲み物をご用意いたします
ので、ぜひご賞味ください。ので、ぜひご賞味ください。

宿泊日に虹が見えたら宿泊日に虹が見えたら22
ニニ

,,22
ジジ

11
イイ

66
ロロ

円円お値引お値引
き（１室あたり）。き（１室あたり）。

虹色のお菓子をプレゼント!虹色のお菓子をプレゼント!

７色のてるてる坊主をお部屋に飾７色のてるてる坊主をお部屋に飾
り、カラフルなお菓子をご用意。り、カラフルなお菓子をご用意。

虹のお出迎え虹のお出迎え

フリードリンク（70分）フリードリンク（70分）

虹のサプライズ虹のサプライズ

ライブキッチンライブキッチン

虹のプレゼント虹のプレゼント

虹のお部屋虹のお部屋

※表示価格は組合員料金です。

11

33
55

77

22
44

66

NNIIJJII海彦・山彦海彦・山彦
期間：令和5年6月30日（金）まで期間：令和5年 6月30日（金）まで お一人様　12,300円※

今年は77色色のおもてなしで皆さまをお待ちしております！

6月限定

2 毎月抽選で当たる！ 豪華賞品プレゼント!
宿泊時に応募券を配付いたします。各施設毎月抽選で2名様に「かも・なす」の地元高級食材をプレゼント！

3 鴨川名産の鯛せんべいプレゼント！
長く地元で愛されている鴨川名産の鯛せんべいをプレゼントいたします！　※１組につき１箱をプレゼントさせていただきます。 黒潮荘限定

1
かもなすスタンプラリーで、宿泊割引券をプレゼント！
宿泊1泊につきスタンプを1つ押させていただきます。両施設のスタンプが揃うと、2,000円分の宿泊割引券をプレゼント！　両施設利用してスタンプを
4個集めると、更に5,000円分の宿泊割引券をプレゼント！
※スタンプカードは1組につき1枚とさせていただきます。

令和5年4月1令和5年4月1日日（土（土））～～ 77 月月1144日日（金）（金）
令和5年9月1令和5年9月1日日（金（金））～11月～11月3300日日（木）（木）

実施
期間なす

のお知らせ

かも キャンペーンＷＷ
（（那須の森ヴィレッジ那須の森ヴィレッジ））

（鴨川黒潮荘）（鴨川黒潮荘）

黒潮荘・那須の森ヴィレッジ２施設合同キャンペーンを開催します！組合員の皆さまにお得
な特典をご用意いたしました。皆さまのお越しをスタッフ一同、心よりお待ちしております！

※那須の森ヴィレッジは開設期間に準拠※那須の森ヴィレッジは開設期間に準拠

FacebookFacebookにてにて
PV公開してますPV公開してます

ステーキワゴンを使用し皆さまの前ステーキワゴンを使用し皆さまの前
で調理いたします。で調理いたします。

色彩豊かな夕食をご用意いたします。色彩豊かな夕食をご用意いたします。
虹のお料理虹のお料理

　昨年大好評いただきました、６月限定プラン「海彦・山彦」が「NIJI海彦・山彦」に進化して再登場。
　今回のテーマは「虹」。皆さまに満足いただけますよう「海の幸」と「山の幸」を虹色に仕立て上げた内容になっています。

夏の思い出作りに、
海水浴はいかがでしょうか。

紹介

　６月中は、大人の宿泊プランは本プラ
ンのみとなっており、通常プラン（黒潮
山海、なぎさ）については、販売してお
りませんので、ご理解いただきますよう
お願いいたします。
　お子様用メニュー（小学生以下）はご
用意しております。
　中学生以上の方は、お子様用メニュー
をご利用いただけませんので、ご理解い
ただきますようお願いいたします。

※１泊２食、税・サ込み、利用券控除後の料金です。※仕入れ状況により内容が変わる場合もございます。※休前日は＋1,210円（税込）でご利用いただけます。
※ご利用前10日からは、キャンセル料が発生します。※助成券控除によって、ご料金が異なる場合がございます。

〈イメージ〉〈イメージ〉

黒潮荘からお車で３分
黒潮荘からお車で７分
黒潮荘からお車で15分
黒潮荘からお車で20分
黒潮荘からお車で25分

おすすめ
スポット

太海海水浴場
前原海水浴場
江見海水浴場
城崎海水浴場
内海海水浴場海水浴で楽しんだ後は、黒潮荘でごゆっくりおくつろぎください。

鴨川市内には、海水浴場が５つあり、例年７月中旬から開設されます。
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ホームページ

https://www.kuroshioso.jp/
パスワード（コード）は『９

く

６
ろ

４
し

０
お

』です。

千葉県市町村職員共済組合保養所

 黒潮荘 検索 ⬅

ご予約・お問い合わせ
Tel. 04（7092）2205
〒 296-0004　千葉県鴨川市貝渚 2565　
　　　　　　　　Fax 04（7093）1213



全国共済施設案内「埼玉県」
埼玉県市町村職員共済組合

※千葉県市町村職員共済組合の組合員及びその被扶養者の方が「草津保養所 アルペンローゼ」に宿泊される
場合、契約施設利用券（助成券）を利用するとお１人につき2,500円の控除が受けられます。
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千葉県市町村職員共済組合の組合員の皆さまへ

＜お問い合わせ先＞

埼玉県市町村職員共済組合 施設課 ☎048-822-3304 〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津512-2
（共済ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ） http://www.saitama.-ctv-kyosai.net 草津保養所アルペンローゼ ☎0279-88-1300

～プライベートテニスコートで

夏の草津を満喫～

草 津 保 養 所

アルペンローゼでは、プライベートテニスコート（オムニ

コート）を4面ご用意しております。

ラケット及びボールの無料貸し出しもしておりますので、

ぜひ、ご利用をお待ち申し上げております。

【テニスコート利用料金】

・1面1時間 2,420円（税・サ込）

・ラケット、ボールは貸出無料。

（数に限りがございます。）
※ラケット、ボールの貸出はフロント

へお申し付け下さい。

・貸出期間：令和5年9月末まで（予定）

爽やかな高原の空気に触れて、気分もリフレッシュ！

※ 上記の料金から利用券（2,500円）が控除されます。

【料金案内】
（平日の1泊2食付）

洋室ツイン 定員2名 12,129円～
洋室トリプル 定員3名 13,339円～

和室 定員4～5名 13,339円～

大人お1人様あたり
（税込・サービス料込）

ビュッフェスタイ

ルのレストランで

は、新型コロナ

ウイルス感染防

止対策として、

小皿料理もお出

ししております。

モダンでおしゃ

れな雰囲気の

和洋室でおくつ

ろぎください。

大浴場では泉質の良い草津温泉のほか、季節ご

とに変化する変わり湯がお楽しみいただけます。



お問い合わせ先
◦育児休業等掛金免除・育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定に関すること
	 保健課　資格係	････････････TEL	043（248）1116

◦養育特例に関すること	 年金課　記録調査係	････････TEL	043（248）1118

　３歳未満の子と同居し、養育している組合員の方

◦�育児休業等の取得の有無とは関係ありませんが、掛金

免除期間は養育特例が適用されません（掛金免除期間

は養育特例期間に該当しません）。

◦�父母ともに組合員で3歳未満の子と同居し養育してい

る場合、父母どちらにも適用することができます。

◦扶養認定されていない子も対象となります。

◦�２年間は遡及することが可能です。申出書提出月から

２年以上前の期間については養育特例が適用されませ

んので、ご注意ください。

　３歳に満たない子を養育することとなった日※の属する

月から、下記のいずれかに該当した日の翌日の属する月の

前月までの期間

①養育している子が3歳に達したとき

②組合員が死亡したとき、または退職したとき

③�他の3歳に満たない子（養育特例を受けることとなる

子）を養育することとなったとき

④�子が死亡したとき、または子を養育しないこととなっ

たとき

⑤�産前産後休業または育児休業（掛金免除）を開始した

とき

⑥被保険者が70歳に到達したとき

◦�③～⑤の事由により終了する場合は、「養育期間標

準報酬月額特例終了届出書」の提出が必要となりま

す。③、⑤の場合、終了時の添付書類は原則不要で

すが、④の場合、養育しないこととなった日を確認

できる添付書類が必要です。

◦�①、②、⑥の事由により終了する場合は、「養育期

間標準報酬月額特例終了届出書」の提出は不要です。

※�養育することとなった日は、子を出生したとき、子を

養子としたとき、別居していた子と同居することと

なったとき等になります。

　「養育期間標準報酬月額特例申出書」に次の書類を添付

して、所属所の共済事務担当課へご提出ください。添付書

類は提出日から90日以内に発行されたものが必要です。

◆申出者が世帯主である場合　世帯全員の住民票（※）

◆申出者が世帯主でない場合

1.��子の生年月日及び子と申出者との身分関係を明ら

かにすることができる戸籍謄（抄）本または戸籍

記載事項証明書

2.�世帯全員の住民票（※）

※�「養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届出書」に

マイナンバーを記載した場合は、以下のAまたはBの

書類で代用できる場合があります。

A�申出者のマイナンバーカードの両面コピー

B 1.�申出者のマイナンバーが確認できる書類のコピー

（通知カード、マイナンバーの表示のある住民票

のコピー）

　2.�身元確認書類（運転免許証、パスポート等のコピー）

　マイナンバーを基にした事務手続きにおいて、必要と

なる情報を取得できなかった場合は、改めて世帯全員

の住民票の提出をお願いする場合があります。

　組合員の方が、3歳未満の子を養育している期間中の標準報酬月額が、養育

期間前の標準報酬月額（従前標準報酬月額）を下回った場合、組合員の方から

の申出により、年金額の計算においては従前標準報酬月額を適用させることが

できます。

～厚生年金計算における養育特例制度のご案内～

３歳未満の子を養育している
組合員の方へ

養育特例の対象となる方

養育特例を受けることができる期間

養育特例の申出手続きについて
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年 金 の 基 礎 知 識

たときにたときに受給可能な障害年金受給可能な障害年金

年金課　　　 （直通）　 TEL 043（248）1117 日本年金機構
街角の年金相談センター短期組合員

　次の1～3のすべての要件を満たしているときに障害厚生

年金が支給されます。

1  厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となっ

た病気やけがの初診日がある。

2  障害の状態が、障害等級表に定める１級から３級のいず

れかに該当している。

3 初診日の前日に、保険料の納付要件を満たしている。

障害厚生年金の支給要件

　障害の状態に該当した時期に応じ、次の２つの請求方法が

あります。

1  障害認定日による請求

　障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害

認定日の翌月分から年金を受給できます。請求は障害認定日

以降、いつでもできますが、５年の時効があります。
※�障害認定日とは、初診日から起算して１年６月を経過した日、
またはその期間内に傷病が治った日、またはその症状が固定し、
治療の効果が期待できない状態に至った日をいいます。

2  事後重症による請求

　障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方

でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になっ

たときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。

障害厚生年金の請求時期

　障害年金には、厚生年金から支給される障害厚生年金と、

国民年金から支給される障害基礎年金があります。

　障害厚生年金は年金制度独自の障害等級（１～３級）に該

当する場合に支給され、１、２級に該当する場合には、障害

基礎年金が併せて支給されます。なお、障害厚生年金が支給

されない程度の一定の障害状態にあるときは、障害手当金が

支給されます。

●障害等級の目安

１級：日常生活を一人で営めないような状態

２級：日常生活に大きな制限を受けるような状態

３級：仕事に大きな制限を受けるような状態

障害年金の種類

　障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役

世代の方も受け取ることができる年金です。

そんなときは
障害年金が
もらえるかも
しれないわ

高齢者じゃなくても
年金がもらえるの？

糖尿病の数値が悪化しています。
これからは透析が必要になります。

透析が必要になるといろいろ大変に…
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現役世代現役世代もも障害の状態障害の状態になっになっ

（金額は令和５年度）

❹ 障害年金生活者支援給付金

❸ 障害厚生年金の配偶者の加給年金額

❷ 障害厚生年金の報酬比例部分

❶ 障害基礎年金の子の加算

障害年金を受給中に新たな障害が発生したら…
　両方の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、１つの年金として支給されます。

　障害等級３級や障害手当金が支給されていた方の場合も、両方の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、障害等級

が上がることがあります。

障害年金 年齢 障害等級1級 障害等級2級 障害等級3級

障害基礎年金
67歳以下 993,750円＋①子の加算 795,000円＋①子の加算

―
68歳以上 990,750円＋①子の加算 792,600円＋①子の加算

障害厚生年金
67歳以下 ②標準報酬比例部分×1.25

＋
③配偶者の加給年金額

228,700円

②標準報酬比例部分
＋

③配偶者の加給年金額
228,700円

報酬比例部分
（最低保証額 596,300円）

68歳以上 報酬比例部分
（最低保証額 594,500円）

　障害等級や扶養家族の状況により年金額が異なります。障害基礎年金には定額と子の加算があり、障害厚生年金には報酬

比例部分と配偶者の加給年金があります。

（平成15年3月31日までの期間）
平均標準報酬月額×7.125／1,000×平成15年3月までの被保険者（組合員）期間の月数
　　　　　　　＋
(平成15年4月1日以後の期間)
平均標準報酬額×5.481／1,000×平成15年4月以後の被保険者（組合員）期間の月数

報酬比例部分

配偶者　228,700円（令和５年度）

　加給年金額は、障害等級が１級または２級の障害厚生年金の受給者に

よって生計維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。

給付額（月額）　障害等級１級 6,425円　　障害等級２級 5,140円（令和５年度）

　以下の支給要件をすべて満たしている方に支給されます。

①障害基礎年金の受給者

②前年の所得※１が、4,721,000円※２以下

　障害基礎年金の受給者によって生計維持されている18歳到達の年度末までの子、または１、２級の障害がある20歳未満の

子がいる場合に加算されます。

第１子・第２子 各228,700円
その他の子 各76,200円

 （令和５年度）

※�報酬比例部分は、障害認定日が属する月ま
での被保険者期間の月数で計算し、障害認
定日までの被保険者期間月数が300月未満
の場合は300月とみなして計算。

※�複数の厚生年金の被保険者期間をお持ちの
場合は、初診日に加入していた実施機関が
まとめて障害厚生年金を支給。

※�障害等級が1級の場合は、報酬比例部分は、
上記の額にさらに125/100を乗じる。

※�ただし、配偶者が加入期間20年以上である老齢厚生年金、
障害厚生年金または国民年金制度の障害基礎年金等を受
給しているとき、または、受け取る権利がある場合（在職に
より支給停止となっている等）は、加給年金額は支給停止
となります（受給中の方等には経過措置あり）。

※１　�障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる
所得には含まれません。

※２　扶養親族等の数に応じて増額。

※�同一の子を対象とした児童扶養手当が支給されている場合、障害基礎年金の子
の加算を優先的に支給し、児童扶養手当は差額分が支給されます。

障害年金の支給額

お問い合わせ先 年金係
審査係年金課　　　 （直通）　 TEL 043（248）1117組合員

（短期組合員を除く）
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　共済組合では、年に1度、誕生月に「ねんきん定期便」を送付しております。

　「ねんきん定期便」は、これまでの年金加入期間や年金見込額など大切な情報

が記載されています。お手元に届きましたら、ご自身の年金加入期間等をしっ

かり確認してみましょう。

※　�誕生月の２カ月前の情報を基に作成しているため、住所変更等された方には送付
が遅れる場合があります。

※　短期組合員の方は、日本年金機構から送付されます。

「ねんきん定期便」「ねんきん定期便」ををご確認ください‼ご確認ください‼

お問い合わせ先 

　

　年金課記録調査係（直通）　TEL 043（248）1118

● 送付対象者　59歳までの組合員

● 送付内容等

対象 送付形式 内　　容

50歳未満 はがき これまでの年金加入期間、加入実績に応じた年金額等

50～58歳 はがき これまでの年金加入期間、老齢年金の見込額等

35・45歳 封書
これまでの年金加入期間、加入実績に応じた年金額、厚生年金保険における標準
報酬月額などの月別状況等

59歳 封書
これまでの年金加入期間、老齢年金の見込額、厚生年金保険における標準報酬月
額などの月別状況等

※�50歳以上の方の老齢年金の見込額は、現在の加入条件で60歳まで継続して加入したものと仮定し、計算した額が表示されて
います。

（イメージ）

＊ご自身の年金加入記録をご確認ください＊
　「ねんきん定期便」が届いたら、記載されている年金加入記録にもれや誤りがないかご確認をお願いします。

　お勤めされていた期間が短期間であっても、年金の受け取り（受給資格期間）に結び付く可能性があります。

　万が一、もれや誤りがあると思われる方は、公務員期間については共済組合まで、国民年金及び民間会社

の期間については最寄りの年金事務所までご連絡ください。
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車のナンバー、運転免許証、車検証などを確認します。

どんな小さな事故でも必ず警察に連絡をしましょう。

健康保険を使って治療を受ける場合、共済組合へ
連絡が必要です。

一見無傷でも、後で症状が出ることがあります。

双方の状況を確認し、必要な場合は救急車を呼びます。

自動車事故にあったら…
負傷状況を確認する

加害者を確認する

警察へ連絡する※

共済組合へ連絡する

医療機関を受診する

※自動車保険（任意保険）、自賠責保険（強制保険）で保険金を請求するときに
必要な交通事故証明書は自動車安全運転センターが発行しますが、警察への
事故の届出がないと発行されません。

自転車同士でも
第三者行為になりますか？

健康保険で治療を受けたときは、加害者と示談が結ばれると、共済組合が加害者または加害者が加入する保険会社に
請求するべき費用を請求できなくなることがあります。示談をする場合は、事前に共済組合にご相談ください。

▪歩道を歩いていて自転車にぶつけられて、
けがをしたとき

▪他人の飼い犬やペットなどにより、けがを
したとき

▪不当な暴力や傷害行為を受け、けがをした
とき

▪外食や購入食品などで食中毒になったとき
▪ゴルフ・スキーなど他人の行為によりけが

をしたとき

こんな場合は第三者行為となります
健康保険を使う場合、共済組合へ連絡を！

 示談は慎重に！

自転車同士の事故も相手があるので
第三者行為になります。どちらにも
過失がある場合は、
どちらも被害者であ
り加害者になります。

医療機関

※１ 通勤中や仕事中のけがの場合は、公務災害の対象となりますので、健康保険は使え
ません。

※２ 任意保険に加入している場合、「損害賠償申告書」等の届出書類の作成・提出につ
いて、損害保険会社からサポートを受けられる場合があります。詳しくは契約して
いる損害保険会社にお問い合わせください。

休日に自動車事故にあい、健康保険で治療を受けた
いのですが…

共済組合にすみやかに連絡・届出が必要です。
休日に自動車事故等の第三者行為でけがをしたときは、健康
保険を使って治療を受けられます※１が、共済組合は治療費を
一時的に立て替えているだけです。
後日、加害者または加害者が加入する保険会社に治療費を請
求しますので、必ず共済組合に連絡のうえ、「損害賠償申告書」
等の必要書類※２を届け出てください。

自動車事故にあったとき 第三者行為による傷病
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こんな給付
ご存じですか?

　

組
合
員
の
皆
さ
ま
が
、
日
本
国
内
で
病
気
や
け
が
を
し
た
と

き
は
、
組
合
員
証
（
保
険
証
）
等
を
保
険
医
療
機
関
に
提
出
す

る
こ
と
で
保
険
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
海
外
の

医
療
機
関
等
で
治
療
を
受
け
た
場
合
、
海
外
に
は
日
本
の
健
康

保
険
の
保
険
医
療
機
関
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
治
療
を
受
け
た

本
人
が
治
療
費
を
一
時
立
替
え
払
い
し
、
帰
国
後
、
共
済
組
合

に
療
養
費
の
請
求
を
す
る
こ
と
に
よ
り
給
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
れ
が
海
外
療
養
費
で
す
。

　

た
だ
し
、
療
養
目
的
で
海
外
に
行
き
、
治
療
を
受
け
た
場
合

に
つ
い
て
は
、
海
外
療
養
費
の
給
付
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

  

病
気
や
け
が
は
、
い
つ
起

こ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

も
し
、
海
外
旅
行
中
な
ど

に
病
気
や
け
が
を
し
て
し

ま
っ
た
ら
、
そ
の
治
療
に
支

払
っ
た
医
療
費
は
ど
う
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。
海
外
で
は
、

組
合
員
証
（
保
険
証
）
等
が
使
え
ま
せ
ん
の
で
、
自
費
で

治
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

  

そ
こ
で
、
組
合
員
の
皆
さ
ま
が
海
外
で
病
気
や
け
が
に

よ
っ
て
現
地
の
医
療
機
関
等
で
治
療
を
受
け
、
そ
の
治
療

費
を
自
費
で
支
払
っ
た
場
合
に
共
済
組
合
か
ら
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
海
外
療
養
費
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

　

組
合
員
の
皆
さ
ま
や
ご
家
族
（
被
扶
養
者
）
の
方
が
、
旅
先

で
急
病
に
な
っ
た
り
、
事
故
等
で
病
院
な
ど
の
医
療
機
関
（
以

下
「
病
院
等
」
と
い
う
。）
に
運
び
込
ま
れ
た
り
し
た
場
合
な
ど
、

組
合
員
証
（
保
険
証
）
等
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
医
療
費
（
治
療
に
要
し
た
費
用
）
の
全
額
を
病
院
等
に
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
場
合
、
後
日
共
済
組
合
に
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、
払

い
戻
し
を
受
け
ら
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
を
療
養

費
（
被
扶
養
者
の
場
合
は
、
家
族
療
養
費
）
と
い
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
今
月
は
療
養
費
の
制
度
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

2 
給
付
内
容

　

療
養
費
の
場
合
、
組
合
員
の
皆
さ
ま
が
病
院
等
に

支
払
っ
た
医
療
費
の
費
用
の
全
額
を
給
付
す
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
共
済
組
合
で
は
、
健

康
保
険
法
で
認
め
ら
れ
て
い
る
診
療
内
容
と
そ
の
診

療
点
数（
１
点
を
10
円
と
す
る
）に
基
づ
い
て
計
算
し
、

そ
の
７
割
相
当
額
（
未
就
学
児
の
被
扶
養
者
の
場
合

は
８
割
相
当
額
、
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
高
齢
受
給

者
の
場
合
は
７
割
ま
た
は
８
割
相
当
額
）
を
給
付
す

る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
健
康
保
険
法
で
認
め
ら
れ
て
い
な
い

診
療
内
容
に
つ
い
て
は
、
給
付
の
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。

1 

療
養
費
と
は

　

通
常
、
組
合
員
の
皆
さ
ま
が
病
院
等
で
治
療
を
受

け
る
と
き
は
、
組
合
員
証
（
保
険
証
）
等
を
提
示
し
、

療
養
の
給
付
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

療
養
費
は
、
前
記
の
ケ
ー
ス
の
様
に
や
む
を
得
な
い

事
情
に
よ
る
場
合
に
療
養
の
給
付
な
ど
を
補
完
す
る

制
度
に
な
っ
て
お
り
、
特
例
的
な
役
割
を
も
つ
給
付

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
組
合
員
の
皆
さ
ま
が
ご
自
身
の
都
合

で
組
合
員
証
（
保
険
証
）
等
を
提
示
で
き
な
か
っ
た

場
合
（
例
：
た
だ
単
に
組
合
員
証
を
忘
れ
た
）
な
ど
、

共
済
組
合
が
「
や
む
を
得
な
い
」
と
認
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
に
は
、
療
養
費
は
給
付
で
き
ま
せ
ん
。

お問い合わせ先 

　

　保健課保健係　（直通） TEL 043（248）1115

❶
海
外
療
養
費
と
は

療
養
費
等
に
つ
い
て

海
外
療
養
費
に
つ
い
て
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な
お
、
請
求
時
効
に
つ
い
て
は
、
治
療
を
受
け
た
日
か
ら
２

年
間
で
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

海
外
の
医
療
機
関
等
で
治
療
を
受
け
た
場
合
の
診
療
費
用
の

算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
国
に
よ
っ
て
治
療
内
容
や
診
療
費
用

等
も
異
な
り
ま
す
の
で
、
日
本
の
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る

「
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
」
に
基
づ
き
、
診
療
報

酬
点
数
１
点
の
単
価
を
10
円
と
し
、
診
療
報
酬
点
数
表
に
定
め

る
点
数
を
乗
じ
て
算
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
現
地
通
貨
で
支
払
っ
た
医
療
費
を
単
に
円
換

算
し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

海
外
療
養
費
の
請
求
方
法
に
つ
い
て
は
、
共
済
組
合
用
の
「
療

養
費
等
請
求
書
」、
渡
航
歴
の
わ
か
る
パ
ス
ポ
ー
ト
の
写
し
、
海

外
の
医
療
機
関
等
に
対
し
て
照
会
を
行
う
こ
と
の
同
意
書
、
海

外
で
治
療
を
受
け
た
医
療
機
関
等
に
て
記
載
い
た
だ
く
、
診
療

内
容
を
明
ら
か
に
し
た
「
診
療
内
容
明
細
書
」（
原
本
）
及
び
領

収
額
を
明
ら
か
に
し
た
「
領
収
明
細
書
」（
原
本
）
等
の
証
拠
書

類
を
添
付
し
、
お
勤
め
先
の
共
済
事
務
担
当
課
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
（
書
類
に
つ
い
て
は
、
お
勤
め
先
の
共
済
事
務
担
当
課

に
て
入
手
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
海
外
へ
渡
航
さ
れ
る
際
は
持

参
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
）。

　

な
お
、
そ
の
証
拠
書
類
が
外
国
語
で
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
付
し
、
ま
た
、
翻
訳
文
に
は
翻
訳

者
の
氏
名
、
住
所
を
記
載
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

㊟  

療
養
期
間
が
２
カ
月
以
上
に
わ
た
る
場
合
は
、
各
月
ご
と

の
証
拠
書
類
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

3 提出書類及び請求方法
1 提出書類等

2 請求方法
　お勤め先の共済事務担当課へ書類を提出してください（任意継続組合員の方は、共済組合へ直接請求してください）。

医療の内容 必要な提出書類 注意事項

やむを得ず組合員証を提示
できなかった場合

◦療養費等請求書
◦ 診療報酬明細書（写し可）または診療報酬領収済明細

書（原本）
◦領収書（原本）

単に組合員証を忘れた場合には給付対象とはなり
ません。

コルセットやギプス等治療
用の補装具を作製した場合

◦療養費等請求書
◦ 治療用装具製作指示装着証明書（小児弱視等治療用眼

鏡の場合は治療目的である旨が明記されているもの）
◦領収書（原本）及び補装具の明細書（原本）

症状固定後における補装具の装着は、治療用では
ないため給付対象となりません。また、柔道整復
師の指示により作製された場合は給付の対象外で
す。

四肢のリンパ浮腫治療のた
めの弾性着衣等を購入した
場合

◦療養費等請求書
◦ 療養担当に当たる保険医の弾性着衣等の装着指示書
（装着部位、手術日等が明記されていること）（原本）

◦ 弾性着衣等を購入した際の領収書または費用の額を証
する書類（原本）

弾性着衣の製品の着圧は、30㎜Hg以上（※）が対
象となります。１度に購入する弾性着衣等は、洗
い替えを考慮し、装着部位ごとに２着を限度とし、
前回購入の領収日より６カ月経過後において再度
購入された場合も支給します。

※ 医師の判断による特別な指示がある場合は20㎜Hg以上
の着圧であっても支給の対象となります。

はり・灸・あん摩・マッサー
ジ等の施術を受けた場合

◦ 療養費等請求書
◦医師の証明書または同意書（原本）
◦ 各月ごとの施術内容のわかる書類（施術院作成の「療

養費支給申請書」等）（原本）
◦領収書（原本）

施術は、医師が通常の治療のみでは傷病の治療効
果が認められないと判断し、医師の指示により施
術を受けた場合のみ給付対象となります。患者側
の希望のみでは給付対象となりません。

生血の輸血を受けた場合
◦療養費等請求書
◦領収書（原本）
◦輸血証明書（原本）

生血を使用した場合でも親子、夫婦、兄弟等の親
族から血液を提供されたときは、給付対象外です。

病気やけがの治療のため、
入院または転院しなければ
ならない場合(移送費）

◦療養費等請求書
◦移送承認申請書（原本）
◦領収書（原本）

症状からみて患者が自力で移動困難な状態にあり、
医師の指示により緊急的な必要があって保険医療
機関へ移送される場合に給付対象となります。

お問い合わせ先 

　

　保健課保健係　（直通） TEL 043（248）1115

❷
診
療
費
用
の
算
定
方
法

❸
療
養
費
の
請
求
手
続
き
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千葉県の1人当たり医療費

（参考）全国の1人当たり医療費（参考）関東地区の1人当たり医療費

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

(円)

15
歳
〜
19
歳

20
歳
〜
24
歳

25
歳
〜
29
歳

30
歳
〜
34
歳

35
歳
〜
39
歳

40
歳
〜
44
歳

45
歳
〜
49
歳

50
歳
〜
54
歳

55
歳
〜
59
歳

60
歳
〜
64
歳

65
歳
〜
69
歳

70
歳
〜
74
歳

(円) 60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
15
歳
〜
19
歳

20
歳
〜
24
歳

25
歳
〜
29
歳

30
歳
〜
34
歳

35
歳
〜
39
歳

40
歳
〜
44
歳

45
歳
〜
49
歳

50
歳
〜
54
歳

55
歳
〜
59
歳

60
歳
〜
64
歳

65
歳
〜
69
歳

70
歳
〜
74
歳

調　剤
歯　科
入院外
入　院

調　剤
歯　科
入院外
入　院

(円) 60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
15
歳
〜
19
歳

20
歳
〜
24
歳

25
歳
〜
29
歳

30
歳
〜
34
歳

35
歳
〜
39
歳

40
歳
〜
44
歳

45
歳
〜
49
歳

50
歳
〜
54
歳

55
歳
〜
59
歳

60
歳
〜
64
歳

65
歳
〜
69
歳

70
歳
〜
74
歳

調　剤
歯　科
入院外
入　院

（令和３年度受診分における当組合の医療費）
　共済組合では、短期給付財政安定化計画の一環として医療費の分析を行っています。

　その中で、年齢階層別医療費統計表の一部を令和５年６月号と12月号の２回にかけ

て掲載いたします。

　今回の６月号では、令和３年度における本人の１人当たり医療費と、総医療費の高い

45歳から59歳の疾病分類別の上位５傷病を掲載いたします。

　疾病分類別上位５傷病のうち、高血圧性疾患及び糖

尿病については、生活習慣病と呼ばれており、食事や運

動、ストレス、喫煙などの不健全な生活の積み重ねによっ

て引き起こされ、初期には自覚症状がなく重篤化しやす

いため、健康を脅かす病気といわれています。そのため、

日々の食生活の改善や定期的な運動はもちろん、人間

ドックや特定健診等を積極的に受診することにより、疾

病の早期発見・早期治療が行え、生活習慣病の予防に

つなげることができます。

　また、健康管理講座や各種セミナーを受講することに

より、組合員及びご家族の健康への意識促進が行えま

すので、積極的な参加をおすすめいたします。

◆45歳から59歳の入院外における疾病分類別上位５傷病

令和３年度受診分　年齢階層別医療費統計表（本人）

1人当たり医療費（円）

入院 入院外 歯科 調剤

15歳～19歳 11,752 25,792 9,004 9,530

20歳～24歳 9,539 35,177 14,860 16,308

25歳～29歳 20,745 45,469 18,306 24,424

30歳～34歳 26,071 46,304 19,035 28,252

35歳～39歳 27,608 55,823 19,258 29,124

40歳～44歳 26,100 61,208 19,996 28,611

45歳～49歳 42,650 78,733 22,234 38,760

50歳～54歳 44,555 93,289 24,672 45,877

55歳～59歳 64,361 111,075 27,616 57,795

60歳～64歳 88,702 135,564 32,847 67,054

65歳～69歳 102,942 145,309 34,768 71,691

70歳～74歳 34,028 222,223 28,685 83,484

傷病分類名 件数 日数 金額（円） 1件当たりの 
金額（円）

1日当たりの 
金額（円）

高血圧性疾患 20,458 22,788 10,895,912 533 478

その他の筋骨格系及
び結合組織の疾患 

（炎症性多発性関節
障害等を除く疾患）

2,787 4,942 10,232,211 3,671 2,070

その他の耳疾患 
（外耳炎等を除く

疾患）
699 989 10,000,794 14,307 10,112

糖尿病 6,167 7,566 9,953,303 1,614 1,316

その他の皮膚及び
皮下組織の疾患 

（皮膚炎及び湿疹等
を除く疾患）

4,652 5,804 9,825,355 2,112 1,693

お問い合わせ先 

　

　保健課保健係（直通）　TEL 043（248）1115

医 療 費 分 析
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整骨院・接骨院にかかるとき

　整骨院・接骨院からの請求に、健康保険の対象外や水
増しなど、一部に不適切なものがあります。皆さまから納
めていただいた大切な掛金や負担金
を適正に使うために、施術日や施術
内容、負傷原因などについて、共済
組合から文書などで照会させていた
だくことがあります。その際には必
ずご回答いただけますよう、ご協力
をお願いいたします。

　療養費は、原則として本人が費用の全額を支払った後、
組合員が共済組合へ請求を行って支給される「償還払い」
となっていますが、柔道整復師の施術を受ける場合は、例
外的に本人が自己負担額を柔道整復師に支払い、柔道整復
師が組合員に代わって残りの費用を共済組合に請求する
「受領委任」という方法が認められています（共済組合と受
領委任の契約がある整骨院や接骨院）。
　「療養費支給申請書」に署名する際は、負傷原因、負傷名、
日数、金額をよく確認しましょう。

共済組合からの照会には
回答をお願いします

療養費支給申請書に
署名する際はよく確認を

３ 領収書・明細書をもらいましょう
　整骨院・接骨院では、領収書の発行（無料）と、施術内容が細かく記された
明細書の発行（有料の場合もあり）が義務付けられています。
　領収書・明細書は必ず受け取り、金額や施術内容が実際と違っている場合は
共済組合にご連絡ください。

１ 医療保険が使える場合と使えない場合

※仕事中や通勤途上におきた負傷は公務災害の適用となり、療養の対象外です。

外傷性が明らかで、慢性的な状態に至
っていない以下のもの
◦骨折※　脱臼※　打撲　捻挫　肉離れ
※�骨折、脱臼は、応急処置を除き、あらかじめ医
師の同意が必要。

使える場合 使えない場合
◦日常生活からくる肩こり、筋肉疲労

◦保険医療機関で治療中の負傷

◦脳疾患後遺症などの慢性病

◦症状の改善が見られない長期の施術

　整骨院・接骨院では国家資格をもつ「柔道整復師」が施術を行いますが、
病院ではないので、投薬や注射、手術、リハビリテーションなどはできません。
　長く通っても症状が改善しない場合は、内科的要因も考えられます。
　3カ月以上施術が続く場合は、不調の原因を確かめるためにも、医療機関の
受診をおすすめします。

２どのくらい通っていますか？

　整骨院や接骨院で、医療保険が使えるのは限られたケースだけ
だということをご存じですか？　知らずにかかると、思わぬ出費
につながるかもしれません。

おサイフよろこぶ　  医療のかかり方

早く治ったほう
が、体も元気に
なるし、ぼくも
うれしいよ！

知らずにかかる
と、自費診療に
なるかも……
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資格喪失後の組合員証等の返納について
～資格喪失後の組合員証等は使用できません！～

負傷原因調査にご協力をお願いします

任意継続組合員証等の返納先
〒260-8502
千葉市中央区中央港1-13-3
千葉県市町村職員共済組合　保健課資格係

《注意点》
〇�「高齢受給者証」、「特定疾病療養受療証」
及び「限度額適用認定証」等が交付され
ていましたら、併せて返納してください。

〇�資格喪失後もそのまま「組合員証」または
「任意継続組合員証」等を使用して、保
険医療機関等で受診した場合は、不正使用
となりますので決して使用しないでください。
また、組合員等記入可能欄（住所等）以
外の部分をご自分で訂正等することも不正
使用となりますので、決して加筆・訂正等
をしないでください。

◦退職による資格喪失について
　組合員の資格は、退職日までとなります。

　退職日の翌日(資格喪失日)以降、「組合員証」(保険証)は使用

できませんので、退職の際には元勤務先の共済事務担当課を通

じて必ず「組合員証」を返納してください。

◦被扶養者の資格喪失について
　組合員が資格を喪失した場合は、被扶養者も同時に資格を喪

失することになりますので、組合員証と併せて「組合員被扶養者

証」(保険証）も返納してください。

◦任意継続組合員の資格喪失について
　任意継続組合員の資格は、資格喪失日の前日までとなります。

　資格を喪失した場合は、「任意継続組合員証」(保険証)は使用

できませんので、資格喪失後、速やかに共済組合へ直接返納して

ください。

　なお、被扶養者がいる場合は、「任意継続組合員被扶養者証」

も併せて共済組合へ直接返納してください。

お問い合わせ先 

　

　保健課資格係（直通）　TEL 043（248）1116

お問い合わせ先 

　

　保健課保健係（直通）　TEL 043（248）1115

　共済組合では、医療費増高対策の一環として、診療報酬明細書（レセプト）を基に

負傷原因調査を行っております。

   第三者行為や公務災害に該当された場合、本来加害者等が、その治療費を負担する

こととなります。そのため、共済組合が負担すべきでない医療費について、回収する

ことに努めております。

　この調査は、負傷により組合員証（保険証）等を使用し、医療機関で治療された場合、

その負傷の原因が、第三者行為や公務災害に該当するものではないかを確認するため

に必要な調査です。

　短期財政の適正な運営のため、誠にお手数ではございますが、皆さまのご理解とご

協力をお願いいたします。

　共済組合からお勤め先の共済事務担当課を通して配

付する「負傷原因報告書」により、組合員の皆さまに

報告をお願いしております。

　毎月病院などの医療機関から請求される診療報酬明

細書（レセプト）の中から、外傷系の傷病名で3,000

点以上を抽出し、作成しております。

　診療報酬明細書（レセプト）ごとの調査のため、同一

の傷病により、複数の診療内容（入院・通院など）で受

診された場合や複数の医療機関等で受診された場合は、

診療報酬明細書（レセプト）が異なり、複数枚の報告書

が配付されることがありますのでご了承ください。

　また、調査時期が、受診されてから３カ月後以降の

実施となりますので、外傷系の治療をされたときには、

誠に恐縮ですが受診された日やその原因等を記録され

ておかれますと役立つことと思います。

調 査 方 法 ご 注 意

調 査 対 象 範 囲
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お問い合わせ先 

　

　保健課資格係（直通）　TEL 043（248）1116

　70歳を迎えた組合員及び被扶養者については、「市町村職

員共済組合高齢受給者証」（以下「高齢受給者証」という）

を交付しています。

　この高齢受給者証は、70歳の誕生日の翌月（誕生日が月の

初日の場合はその月）から75歳の誕生日の前日まで適用にな

ります。

　また、被扶養者認定時に高齢受給者証交付対象となる者に

ついては、組合員被扶養者証と併せて交付します。

　保険医療機関等で受診される際には、組合員証や組合員被扶養者証（保険証）と併せて提示して

ください。

（１） 70歳以上の組合員で70歳以上の被扶養者がいない場合………自己負担３割

　ただし、70歳以上の組合員の標準報酬の月額が280,000円未満の場合または組合員の収入

額が383万円未満の場合は、自己負担２割となります。

　また、被扶養者であったが後期高齢者医療制度の被保険者となったために、被扶養者でな

くなったときは、組合員と当該被扶養者であった者の収入合計が520万円未満となる場合に

は自己負担２割となります。

（２）70歳以上の組合員で70歳以上の被扶養者がいる場合………自己負担３割

　ただし、70歳以上の組合員の標準報酬の月額が280,000円未満の場合や、70歳以上の被

扶養者との収入合計額が520万円未満である場合は、組合員・被扶養者ともに自己負担２割

となります。

（３）70歳未満の組合員で70歳以上の被扶養者がいる場合………自己負担２割

※前述の「70歳以上」とは、「70歳以上75歳の誕生日の前日まで」です。
※ただし書きに該当する場合については、別途共済組合へ申請が必要となります。

　当組合で作成し、誕生月の下旬（１日生まれの方は誕生月の前月下旬）に所属所の共済事務担当

課を経由して、組合員の皆さまに交付します。

❸ 交付方法

～70歳になった組合員及び被扶養者の皆さまには
高齢受給者証が交付されます～

高 齢 受 給 者 証 の 交 付 について

❶ 交付対象者

❷ 負担割合
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1  

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
に
該
当
し
た
場
合
の
届
出

⑴ 

届
出
が
必
要
な
場
合

　

左
記
の
場
合
、
配
偶
者
が
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
に
該
当

し
ま
す
の
で
、
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

① 

配
偶
者
が
被
扶
養
者
と
な
っ
た
場
合
（
20
歳
未
満
の
方
と
60
歳

以
上
の
方
は
除
く
）

② 

認
定
時
に
20
歳
未
満
で
あ
っ
た
被
扶
養
配
偶
者
が
20
歳
に
な
っ

た
場
合

③ 

配
偶
者
が
被
扶
養
者
に
は
該
当
せ
ず
、
国
民
年
金
第
３
号
被
保

険
者
に
の
み
該
当
す
る
場
合
（
配
偶
者
が
被
扶
養
者
の
要
件
を

備
え
て
い
る
が
任
意
継
続
組
合
員
で
あ
る
場
合
な
ど
）

⑵ 

届
出
方
法

　

左
記
書
類
を
勤
務
先
の
共
済
事
務
担
当
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
関
係
届

② 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、
基
礎
年
金
番
号
等
の
確
認
書
類
（
項
目
4
「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
、
基
礎
年
金
番
号
等
の
確
認
書
類
」
参
照
）

③ 

右
記
⑴
③
に
該
当
す
る
場
合
は
、
以
下
の
書
類
も
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

ア 

第
３
号
被
保
険
者
に
係
る
該
当
（
非
該
当
）
申
告
書

イ  

第
３
号
被
保
険
者
の
要
件
を
備
え
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
書

類
（
被
扶
養
者
の
認
定
申
告
時
の
添
付
書
類
と
原
則
同
様
で

す
が
、
日
本
年
金
機
構
で
の
審
査
に
お
い
て
他
に
書
類
が
必

要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

④ 

第
３
号
被
保
険
者
が
外
国
籍
の
場
合
は
、
国
民
年
金
第
３
号
被

保
険
者
ロ
ー
マ
字
氏
名
届
も
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
国
民
年
金

第
３
号
被
保
険
者
関
係
届
に
第
３
号
被
保
険
者
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
記
入
す
る
場
合
は
不
要
）。

2  

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
に
非
該
当
と
な
っ
た
場

合
の
届
出

　

配
偶
者
が
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
に
非
該
当
と
な
っ
た
場

合
、
左
記
の
「
届
出
が
不
要
な
場
合
」
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
以
外
は
、
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
の
非
該
当
の
届
出
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

⑴ 
届
出
が
不
要
な
場
合

①
非
該
当
時
に
配
偶
者
が
20
歳
未
満
ま
た
は
60
歳
以
上
で
あ
る

②
非
該
当
時
に
配
偶
者
が
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る

③ 

非
該
当
時
に
組
合
員
が
65
歳
以
上
で
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

権
を
有
し
て
い
る

④
組
合
員
の
退
職
に
よ
り
非
該
当
と
な
っ
た

※ 

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
は
、
左
記
の
「
届
出
方
法
」
に

よ
り
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

⑵ 

届
出
方
法

　

左
記
書
類
を
被
扶
養
者
申
告
書
等
と
併
せ
て
、
勤
務
先
の
共
済

事
務
担
当
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
第
３
号
被
保
険
者
が
死
亡
に
よ
り
資
格
喪
失
と
な
る
場

合
は
、
届
出
の
省
略
が
可
能
な
場
合
が
あ
り
ま
す
（
項
目
6
「
届

出
の
省
略
」
参
照
）。

①
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
関
係
届

　

死
亡
に
よ
り
届
出
を
行
う
場
合
、
第
３
号
被
保
険
者
に
つ
い

て
は
基
礎
年
金
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

② 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、基
礎
年
金
番
号
等
の
確
認
書
類
（
項
目
4
「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
、
基
礎
年
金
番
号
等
の
確
認
書
類
」
参
照
）

③ 

項
目
1
「
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
に
該
当
し
た
場
合
の
届

出
」
の
⑴
③
に
該
当
し
て
い
た
方
が
非
該
当
の
届
出
を
行
う
場

合
は
、
以
下
の
書
類
も
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ア 

第
３
号
被
保
険
者
に
係
る
該
当
（
非
該
当
）
申
告
書

イ  

第
３
号
被
保
険
者
の
要
件
を
欠
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
書

類
（
被
扶
養
者
の
取
消
申
告
時
の
添
付
書
類
と
同
様
で
す
）

⑶  

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
へ
の
加
入
手
続
き
に
つ
い
て

　

配
偶
者
が
第
３
号
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
後
に
第
１
号
被
保

険
者
と
な
る
場
合
は
、
配
偶
者
自
身
が
市
区
町
村
役
場
の
国
民
年

金
担
当
課
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

3  

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
の
届
出
事
項
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
の
届
出

⑴  

日
本
国
内
に
お
い
て
住
所
を
変
更
し
た
場
合
（
組
合
員
と
一
緒
に

住
所
を
変
更
し
た
場
合
を
含
み
ま
す
）

　

左
記
書
類
を
勤
務
先
の
共
済
事
務
担
当
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、届
出
の
省
略
が
可
能
な
場
合
が
あ
り
ま
す
（
項
目
6
「
届

出
の
省
略
」
参
照
）。

①
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
住
所
変
更
届

② 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、基
礎
年
金
番
号
等
の
確
認
書
類
（
項
目
4
「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
、
基
礎
年
金
番
号
等
の
確
認
書
類
」
参
照
）

⑵  

日
本
国
内
か
ら
日
本
国
外
へ
住
所
を
変
更
し
た
場
合
（
組
合
員
と

一
緒
に
住
所
を
変
更
し
た
場
合
を
含
み
ま
す
）

　

左
記
書
類
を
勤
務
先
の
共
済
事
務
担
当
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

① 

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
関
係
届
（
海
外
特
例
の
該
当
を
届
出
）

② 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、基
礎
年
金
番
号
等
の
確
認
書
類
（
項
目
4
「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
、
基
礎
年
金
番
号
等
の
確
認
書
類
」
参
照
）

③ 

海
外
特
例
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
被
扶
養
者

の
認
定
申
告
時
の
国
内
居
住
要
件
の
例
外
に
係
る
添
付
書
類
と

原
則
同
様
で
す
が
、
日
本
年
金
機
構
で
の
審
査
に
お
い
て
他
に

書
類
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

⑶  

日
本
国
外
か
ら
日
本
国
内
へ
住
所
を
変
更
し
た
場
合
（
組
合
員
と

一
緒
に
住
所
を
変
更
し
た
場
合
を
含
み
ま
す
）

　

左
記
書
類
を
勤
務
先
の
共
済
事
務
担
当
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

① 

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
関
係
届
（
海
外
特
例
の
非
該
当
を

届
出
）

② 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、基
礎
年
金
番
号
等
の
確
認
書
類
（
項
目
4
「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
、
基
礎
年
金
番
号
等
の
確
認
書
類
」
参
照
）

共
済
組
合
に
お
け
る
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
に
係
る
届
出
等
に
つ
い
て

お問い合わせ先 

　

　保健課資格係　（直通）　TEL 043（248）1116

　
第
１
号
～
第
４
号
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
て
い
る
組
合
員
に
扶

養
さ
れ
て
い
る
、20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
配
偶
者
を
、国
民
年
金
の
「
第

３
号
被
保
険
者
」
と
い
い
ま
す
。

　
国
民
年
金
の
第
３
号
被
保
険
者
に
該
当
し
た
方
の
国
民
年
金
の
保

険
料
に
つ
い
て
は
、
個
別
に
納
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
共
済
組
合
で
「
第
３
号
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
組
合

員
」に
扶
養
さ
れ
て
い
る「
国
民
年
金
の
第
３
号
被
保
険
者
」に
つ
い
て
、

該
当
し
た
と
き
、
ま
た
は
、
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
等
に
は
、
国
民

年
金
を
管
理
し
て
い
る
日
本
年
金
機
構
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。
届
出

が
必
要
な
場
合
に
該
当
す
る
際
は
、
組
合
員
の
勤
務
先
の
共
済
事
務

担
当
課
へ
必
要
書
類
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
の
認
定
に
つ
い
て
は
国
内
に
居
住

し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
留
学
生
や
海
外
赴
任
に
同
行
す
る

家
族
等
に
つ
い
て
は
、
例
外
と
し
て
届
出
に
よ
り
、
転
居
前
と
同

様
に
第
3
号
被
保
険
者
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
例
外
を
「
海
外
特
例
」
と
い
い
ま
す
。

　

ま
た
、
帰
国
さ
れ
た
場
合
も
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※ 

海
外
特
例
の
届
出
を
さ
れ
な
い
場
合
、
第
３
号
被
保
険
者
の
資

格
が
喪
失
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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お問い合わせ先 

　

　保健課資格係　（直通）　TEL 043（248）1116

③ 

海
外
特
例
に
非
該
当
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
帰
国

を
確
認
で
き
る
住
民
票
の
写
し
等
）

⑷  

住
民
票
の
住
所
と
別
の
住
所
を
送
付
先
と
し
て
希
望
す
る
場
合

　

左
記
書
類
を
勤
務
先
の
共
済
事
務
担
当
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

① 

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
住
所
変
更
届

　

様
式
内
の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
「
エ　

備
考　

住
民
票
住
所

以
外
の
居
所
」
に
✓
を
し
て
く
だ
さ
い
。

② 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、基
礎
年
金
番
号
等
の
確
認
書
類
（
項
目
4
「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
、
基
礎
年
金
番
号
等
の
確
認
書
類
」
参
照
）

⑸  

氏
名
を
変
更
し
た
場
合
（
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
の
訂
正
を
含

み
ま
す
）
左
記
書
類
を
勤
務
先
の
共
済
事
務
担
当
課
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、届
出
の
省
略
が
可
能
な
場
合
が
あ
り
ま
す
（
項
目
6
「
届

出
の
省
略
」
参
照
）。

① 

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
関
係
届

② 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、基
礎
年
金
番
号
等
の
確
認
書
類
（
項
目
4
「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
、
基
礎
年
金
番
号
等
の
確
認
書
類
」
参
照
）

③ 

第
３
号
被
保
険
者
が
外
国
籍
の
場
合
は
、
国
民
年
金
第
３
号
被

保
険
者
ロ
ー
マ
字
氏
名
届
も
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
国
民
年
金

第
３
号
被
保
険
者
関
係
届
に
第
３
号
被
保
険
者
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
記
入
す
る
場
合
は
不
要
）。

4  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、
基
礎
年
金
番
号
等
の
確
認
書
類

　

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
関
係
届
ま
た
は
国
民
年
金
第
３
号

被
保
険
者
住
所
変
更
届
を
提
出
す
る
際
、
届
書
に
第
３
号
被
保
険

者
（
組
合
員
の
配
偶
者
）
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入
す
る
か
基
礎

年
金
番
号
を
記
入
す
る
か
、
ま
た
、
書
類
を
組
合
員
が
提
出
す
る

か
第
３
号
被
保
険
者
自
身
が
提
出
す
る
か
に
応
じ
て
、
左
記
⑴
～

⑶
の
い
ず
れ
か
の
書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

⑴  

届
書
に
第
３
号
被
保
険
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入
し
た
場
合
で
、

組
合
員
が
第
３
号
被
保
険
者
の
代
理
で
書
類
を
提
出
す
る
場
合

①
組
合
員
の
身
元
（
実
存
）
を
確
認
で
き
る
書
類
（
別
表
１
）

② 

第
３
号
被
保
険
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
書
類
（
別

表
２
）

③
代
理
権
を
確
認
で
き
る
委
任
状

　

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
関
係
届
の
場
合
、
Ｂ

－

①
欄
の

「
※
届
書
の
提
出
は
配
偶
者
（
第
２
号
被
保
険
者
）
に
委
任
し
ま

す
」
の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
✓
を
付
す
こ
と
で
省
略
で
き
ま

す
。

　

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
住
所
変
更
届
の
場
合
、
届
出
人

欄
の
「
届
書
の
提
出
は
配
偶
者
（
第
２
号
被
保
険
者
）
に
委
任

し
ま
す
」
の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
✓
を
付
す
こ
と
で
省
略
で

き
ま
す
。

⑵  

届
書
に
第
３
号
被
保
険
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入
し
た
場
合
で
、

第
３
号
被
保
険
者
自
身
が
書
類
を
提
出
す
る
場
合

① 

第
３
号
被
保
険
者
の
身
元
（
実
存
）
を
確
認
で
き
る
書
類
（
別

表
１
）

② 

第
３
号
被
保
険
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
書
類
（
別

表
２
）

⑶  

届
書
に
第
３
号
被
保
険
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
記
入
し
た
場
合
（
書

類
を
組
合
員
が
提
出
す
る
場
合
も
第
３
号
被
保
険
者
自
身
が
提
出
す

る
場
合
も
同
様
）

　

第
３
号
被
保
険
者
の
基
礎
年
金
番
号
を
確
認
で
き
る
書
類
（
年

金
手
帳
の
写
し
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の
写
し
等
）

5  

各
届
書
を
記
入
す
る
際
の
注
意
点

　

氏
名
、住
所
は
住
民
票
と
同
じ
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
通

称
名
を
記
入
す
る
と
き
も
同
様
）。

　

な
お
、
海
外
特
例
を
届
出
す
る
場
合
、
第
３
号
被
保
険
者
の
海

外
住
所
は
備
考
欄
に
記
入
し
、
住
所
欄
に
は
国
内
協
力
者
（
親
族

及
び
事
業
主
）
に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
国
内
協
力
者
あ

て
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
の
通
知
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

6  

届
出
の
省
略

　

左
記
の
届
出
は
、
日
本
年
金
機
構
に
お
い
て
第
３
号
被
保
険
者

（
組
合
員
の
配
偶
者
）
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
基
礎
年
金
番
号
の
紐
付

け
が
完
了
し
て
い
る
場
合
は
、
住
民
票
の
異
動
情
報
に
よ
り
処
理

が
行
わ
れ
る
た
め
、
不
要
と
な
り
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
基
礎
年
金
番
号
の
紐
付
け
が
完
了
し
て
い
る

か
ど
う
か
（
届
出
が
不
要
か
ど
う
か
）
は
、
第
３
号
被
保
険
者
本

人
が
年
金
事
務
所
へ
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

⑴ 

第
３
号
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
の
資
格
喪
失
の
届
出

⑵  

第
３
号
被
保
険
者
の
氏
名
変
更
の
届
出
（
氏
名
、
生
年
月
日
の
訂

正
の
届
出
を
含
み
ま
す
）

※
性
別
の
訂
正
に
つ
い
て
は
、
省
略
で
き
ま
せ
ん
。

⑶  

第
３
号
被
保
険
者
が
住
所
を
変
更
し
た
と
き
の
届
出

※ 

住
民
票
と
別
の
住
所
を
送
付
先
と
し
て
登
録
し
て
い
る
場
合
は
、

省
略
で
き
ま
せ
ん
。

※
海
外
特
例
に
関
わ
る
届
出
は
、
省
略
で
き
ま
せ
ん
。

7 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
変
更
と
な
っ
た
場
合
の
届
出

　

第
３
号
被
保
険
者
（
組
合
員
の
配
偶
者
）
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

変
更
と
な
っ
た
場
合
は
、
第
３
号
被
保
険
者
自
身
が
年
金
事
務
所

へ
届
出
を
行
う
と
と
も
に
、
組
合
員
か
ら
勤
務
先
の
共
済
事
務
担

当
課
を
通
し
て
共
済
組
合
へ
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

別表１　身元（実存）を確認できる書類

①または②の書類のうち、いずれか１つ
（添付する際には写しを添付してください。）

① 個人番号カード

②
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障
害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

上記①及び②を提出できない場合には、③の書類のうち、
いずれか２つ（添付する際には写しを添付してください。）

③
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手
当証書、特別児童扶養手当証書

別表２　マイナンバーを確認できる書類

次の書類のうち、いずれか１つ
（添付する際には写しを添付してください。）

個人番号カード、通知カード（注）、個人番号が記載され
た住民票・住民票記載事項証明書

（注） 通知カードに記載されている氏名や住所等が住民票に記載さ
れている事項と一致していない場合は使用できません。

※ 別表１及び別表２の書類は、共済組合で内容を確認後、勤務先
の共済事務担当課を通して返却いたします。

～ 

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
の

　

特
例
届
出
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
～

　

過
去
（
昭
和
61
年
４
月
以
降
）
に
第
３
号
被
保
険
者
の
届
出

も
れ
等
に
よ
り
未
加
入
扱
い
や
未
納
扱
い
と
な
っ
て
い
た
方

は
、
特
例
の
届
出
に
よ
っ
て
保
険
料
納
付
済
期
間
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

配
偶
者
の
方
の
年
金
加
入
期
間
に
つ
い
て
今
一
度
状
況
を
確

認
し
、
未
加
入
等
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
所
要
の
手
続
き

を
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

な
お
、
第
３
号
被
保
険
者
の
特
例
届
出
に
関
す
る
こ
と
は
、

最
寄
り
の
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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お問い合わせ先 

　

 保健課資格係　  （直通）　TEL 043（248）1116

① 

調
査
基
準
日
現
在
、
20
歳
以
上
74
歳
以
下
の
偶
数
年
齢
の
被

扶
養
者

② 

当
組
合
に
て

｢

別
居｣

と
し
て
登
録
し
て
い
る
者
で
、
調
査

基
準
日
現
在
20
歳
以
上
74
歳
以
下
の
被
扶
養
者

（
①
、
②
共
に
認
定
日
が
令
和
５
年
１
月
１
日
～
令
和
５
年
６

月
30
日
ま
で
の
者
を
除
く
）

※
調
査
基
準
日　

令
和
５
年
７
月
１
日

※ 

令
和
４
年
10
月
１
日
付
け
で
当
組
合
の
短
期
組
合
員
の
資
格

を
取
得
さ
れ
た
方
の
被
扶
養
者
で
、「（
臨
時
調
査
）
短
期

組
合
員
の
扶
養
事
実
確
認
調
査
」
の
対
象
と
な
っ
た
方
は
令

和
５
年
度
の
扶
養
事
実
確
認
調
査
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　

対
象
者
の
い
る
組
合
員
に
所
属
所
を
経
由
し
て
「
被
扶
養
者

資
格
調
査
票
」
を
配
付
し
ま
す
。

　
（
調
査
基
準
日
以
降
に
「
被
扶
養
者
資
格
調
査
票
」
を
作
成
し

ま
す
の
で
、
配
付
は
７
月
下
旬
以
降
の
見
込
み
と
な
り
ま
す
。）

　
「
被
扶
養
者
資
格
調
査
票
」
に
調
査
添
付
書
類
を
添
え
て
、
共

済
事
務
担
当
課
が
指
定
し
た
提
出
期
限
ま
で
に
、
共
済
事
務
担

当
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

⑴ 

必
須
書
類

　

調
査
対
象
者
の
令
和
５
年
度
（
令
和
４
年
分
）
所
得
証
明

書
ま
た
は
非
課
税
証
明
書

⑵  

令
和
４
年
１
月
以
降
の
期
間
に
収
入
が
あ
る
場
合

　

調
査
対
象
者
の
所
得
を
証
す
る
書
類

　

別
表
１
《
収
入
確
認
書
類
の
例
》
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

収
入
が
あ
っ
た
が
、
無
く
な
っ
た
（
退
職
等
）
場
合
も
収

入
の
種
類
に
応
じ
て
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

⑶ 

組
合
員
と
別
居
し
て
い
る
場
合

　

仕
送
り
確
認
書
類
（
銀
行
の
振
込
受
領
書
（
写
）、
Ａ
Ｔ

Ｍ
利
用
明
細
書
（
写
）、
通
帳
（
写
）
等
）（
状
況
に
よ
り

そ
の
他
の
書
類
も
求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

（※）   
令
和
４
年
１
月
以
降
引
き
続
き
無
収
入
で
、
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ

て
お
り
、
か
つ
、「
被
扶
養
者
資
格
調
査
票
」
に
給
与
事
務
担
当
者

が
扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
証
明
さ
れ
る
場
合
に
限
り
所
得
証
明

書
（
ま
た
は
非
課
税
証
明
書
）
は
添
付
不
要
で
す
。

（※）   

医
療
職
と
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
業
務
に
従
事

し
た
際
の
収
入
等
は
、
原
則
と
し
て
調
査
に
お
け
る
収
入
に
含
ま
れ

ま
せ
ん
の
で
、
当
該
収
入
等
が
所
得
証
明
書
や
収
入
確
認
書
類
の
収

入
額
（
給
与
等
）
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
内
訳
の
確
認
の
た
め

に
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
別
表
２
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

組
合
員
被
扶
養
者
証
の
検
認

給与収入

◦就業（雇用）証明及び給与等支払証明書
　令和５年４月・５月・６月の給与等についてお勤め先から証明を受けてください。

なお、令和５年４月・５月・６月の給与明細書（写）でも可としますが、状況に応じて就業（雇用）証明
及び給与等支払証明書の添付を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

給与収入が無くなった（退職） ◦退職日が記載された源泉徴収票（写）
◦退職証明書

事業収入・農業収入・不動産収入 ◦令和４年分確定申告時の書類一式（写）
事業・農業・不動産収入が無くなった（廃業） ◦税務署へ提出した個人事業の開業・廃業等届出書（写）

利子収入 ◦令和４年分確定申告時の書類一式（写）
◦支払通知（写）

配当収入 
株取引による収入

◦令和４年分確定申告時の書類一式（写）
◦特定口座年間取引報告書（写）

先物取引による収入 ◦令和４年分確定申告時の書類一式（写）
国民年金 
厚生年金 
企業年金

◦令和５年４月分の年金支給額を確認できる改定通知書（写）
◦令和５年６月の振込み額を確認できる振込通知書（写）
　令和５年５月分以降の年金額に改定があった場合には、直近の改定通知書（写）も併せて添付してください。

公的年金等以外の雑収入（例：生命保険会社の個人年金） ◦令和４年分確定申告時の書類一式（写）
労災保険給付 ◦事業主等から発行された支給内容を確認できる書類（写）

雇用保険給付 ◦雇用保険受給資格者証（写）
　その他、給付内容を確認できる通知書等（写）

医療保険継続給付 ◦医療保険者・事業主等から発行された支給内容を確認できる書類（写）
その他収入 ◦収入の実情に応じて、収入金額を確認できる書類（個々に対応）

調
査
方
法

調
査
添
付
書
類

調
査
対
象
者

別表１《収入確認書類の例》

「令和４年分確定申告時の書類一式」について、確定申告を行っておらず、住民税の申告のみを行っている場合には令和５年度分住民税の申告時の書類一式（収支内訳がわ
かる部分を含む）の写しを添付してください。　※状況に応じて上記以外の書類を求める場合があります。
※状況に応じて上記以外の書類を求める場合があります。

扶
養
事
実
確
認
調
査
を
行
い
ま
す

　
『
共
済
だ
よ
り
』
４
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
令
和
５
年
度
扶
養
事
実
確
認
調
査（
検
認
）

を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
調
査（
検
認
）を
受
け
て
い
な
い
「
組
合
員
被
扶
養
者
証
」
に
つ
い
て
は
法
令
に
よ
り

無
効
と
な
り
ま
す
の
で
、
調
査（
検
認
）を
速
や
か
に
済
ま
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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お問い合わせ先 

　

 保健課資格係　  （直通）　TEL 043（248）1116

◦ 

金
融
機
関
を
介
し
て
の
仕
送
り
の
場
合
は
、
金
融
機
関

の
振
込
受
領
書
の
写
し
、
ま
た
は
Ａ
Ｔ
Ｍ
利
用
明
細
書

の
写
し
等
、
振
込
人
（
組
合
員
）
及
び
受
取
人
（
被
扶

養
者
）
の
名
義
並
び
に
金
額
、
送
金
日
が
確
認
で
き
る
書

類
の
写
し
（
直
近
の
連
続
し
た
３
カ
月
分
）

◦ 

被
扶
養
者
の
口
座
へ
直
接
入
金
し
て
い
る
場
合
は
、
被
扶

養
者
の
通
帳
の
写
し
等
（
直
近
の
連
続
し
た
３
カ
月
分
）

◦ 

学
生
の
場
合
で
、
学
費
や
家
賃
を
組
合
員
が
直
接
学
校

等
に
送
金
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
送
金
状
況
が
確
認

で
き
る
書
類
の
写
し

◦ 

そ
の
他
仕
送
り
（
援
助
）
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
書
類
が
あ
る
と
き
は
そ
の
写
し

⑷ 

日
本
国
内
に
住
所
（
住
民
票
）
を
有
し
な
い
者

　

日
本
国
内
に
生
活
の
基
礎
が
あ
る
と
確
認
す
る
た
め
の
書
類

　

別
表
３
《
日
本
国
内
に
住
所
（
住
民
票
）
を
有
し
な
い

場
合
の
必
要
書
類
》
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
（
状
況
に
よ

り
そ
の
他
の
書
類
も
求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

　
「
被
扶
養
者
資
格
調
査
票
」
は
順
次
審
査
を
行
い
、
継
続
認
定

者
に
つ
い
て
は
「
被
扶
養
者
資
格
調
査
票
」
に
「
検
認
済
」
を

表
記
し
、
組
合
員
へ
添
付
書
類
と
と
も
に
返
却
し
ま
す
。

　

取
消
該
当
者
に
つ
い
て
は
、「
被
扶
養
者
資
格
調
査
票
」
を
添

付
書
類
と
と
も
に
返
却
し
ま
す
の
で
、
別
途
被
扶
養
者
の
取
消

申
告
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
取
消
申
告
の
際
に
「
組
合
員
被
扶
養
者
証
」
を
必
ず

ご
返
納
く
だ
さ
い
。

　

調
査
添
付
書
類
は
、
調
査
時
点
（
令
和
５
年
７
月
１
日

時
点
）
で
直
近
の
も
の
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
（「
被
扶

養
者
資
格
調
査
票
」
に
も
、
添
付
書
類
等
に
つ
い
て
記
載

し
て
お
り
ま
す
）。

「標準期末手当等の額」の決定と
標準期末手当等決定通知書の送付について

　期末手当・勤勉手当等が支給されたときは、「標準期末手当等の額」が決定されます。

　「標準期末手当等の額」とは、原則として、同月内に支給された期末手当・勤勉手当

等の合算額の千円未満を切り捨てた額であり、期末手当・勤勉手当等の分の掛金・保

険料の算定や、将来の年金額の算定に用いられます。

　「標準期末手当等の額」を決定したときは、標準期末手当等決定通知書を勤務先の共

済事務担当課を経由して送付させていただきます（原則として、期末手当・勤勉手当

等の支給月の翌月の送付となります）。

　通知書は、「標準期末手当等の額」を通知するものですので、組合員の皆さまにして

いただくお手続きはございません。

調
査
（
検
認
）
結
果
の
通
知

例外該当事由 添付書類の例

①外国において留学をする学生
査証、学生証、在学証明書、入学
証明書等の写し

 ② 外国に赴任する組合員に同行す
る者

査証、海外赴任辞令、海外の公的機
関が発行する居住証明書等の写し

③ 観光、保養またはボランティア
活動その他就労以外の目的で一
時的に海外に渡航する者

査証、ボランティア派遣機関の証
明、ボランティアの参加同意書等
の写し

④ 組合員が外国に赴任している間
に当該組合員との身分関係が生
じた者であって、②と同等と認
められるもの

出生や婚姻等を証明する書類等の
写し

⑤ その他の場合で、渡航目的その
他の事情を考慮して日本国内に生
活の基礎があると認められる者

個別に判断

※ 外国語で作成された書類には、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳を添
付してください。

別表３《日本国内に住所（住民票）を有しない場合の必要書類》

医療職として新型コロナウ
イルスワクチン接種業務
に従事した際の収入（※）

「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従
事した際の収入に係る申立書J
事業主等から証明を受けてください。

新型コロナウイルス感染
症に伴う支援としての各
種給付金

各種手当金や給付金の送金通知書等（写）
（休業手当、及び新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金については一部収入に含ま
れますので確認が必要となります）

新型コロナウイルス感染
症への対応を理由とした
一時的な収入増加

下記①または②のいずれかを確認できるよう
に事業主等から証明を受けた「就業（雇用）
証明及び給与等支払証明書J (「被扶養者資格
調査票」の配付に同封する書式を利用できます）
その他、同様の内容について事業主等から
交付を受けた支給明細書等（写）
① 収入増加（一時金、特別手当等を含む）の

原因が新型コロナウイルス感染症への対応
によるものであること及び増加額

② 新型コロナウイルス感染症への対応におい
て、恒久的な勤務時間の増加を伴わない一
時的な事情等により、結果的に収入が増加
したものであること及びその増加額

◎状況に応じて上記以外の書類を求める場合があります。
※ 医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に

関する特例は、令和６年３月末までに限り延長することとされました。

別表２《内訳の確認書類》
※ 

仕
送
り
回
数
は
原
則
と
し
て
毎
月
（
最
低
限
、
年
４
回
以
上
）、

仕
送
り
額
は
別
居
し
て
い
る
被
扶
養
者
全
員
の
収
入
の
２
分
の
１

以
上
（
最
低
限
、
年
額
60
万
円
以
上
）
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
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お問い合わせ先 

　

　保健課資格係（直通）　TEL 043（248）1116

◎ 取消該当となった場合には、勤務先の共済事務担当課を通じ ( 任意継続組合員は直接共済組合へ )、すみやかに取消申告を行ってく
ださい。

◎ 今後、扶養限度額以上で就業する見込みの場合も、早めの取消申告をお願いします。なお、就業初月が扶養限度額未満であっても、
就業初月が支払対象期間の初日からの就業でなく、就業翌月の給与月額とそこからの３カ月の平均額が扶養限度額以上である場合、
就業日から取消該当となりますのでご注意ください。

◎ 勤務先で健康保険等に加入し、被保険者証（保険証）が交付されたときは、扶養限度額未満でも被扶養者の取消申告を行ってくだ
さい（※）。

◎  新たに扶養認定申告を行うときは、扶養の事実が生じた日以降の収入について、３カ月平均が扶養限度額未満であることが必要です。

　詳細については、保健課資格係までお問い合わせください。

（108,334円）

～収入が～収入が年額130万円未満年額130万円未満でも取消該当になることがあります～でも取消該当になることがあります～

や　　　　　でお勤めのパート等アルバイト
被扶養者の皆さま、ご注意ください‼

◎3・4・5月の平均額110,000円
※　当該事例の場合は、扶養限度額
（108,334円）以上となった３月か
らの１年間の収入が130万円以上と
ならない場合でも、３カ月平均で扶
養限度額（108,334円）以上となる
ため、３月の給与の支払対象期間の
初日から取消該当となります。

→　例えば、３月に支給される給料
の支払対象期間が２月11日～３月
10日である場合は、２月11日が取
消該当日となります。

  参考事例    年間収入が130万円未満でも取消該当となるケース

支給月 給料月額 賞与額 賞与案分後月額計 扶養限度額以上・未満
１月 80,000円 90,000円 扶養限度額未満
２月 85,000円 95,000円 扶養限度額未満
３月 100,000円 110,000円 扶養限度額以上◎
４月 95,000円 105,000円 扶養限度額未満
５月 105,000円 115,000円 扶養限度額以上◎
６月 90,000円 60,000円 100,000円 扶養限度額未満
７月 85,000円 95,000円 扶養限度額未満
８月 90,000円 100,000円 扶養限度額未満
９月 90,000円 100,000円 扶養限度額未満
10月 85,000円 95,000円 扶養限度額未満
11月 90,000円 100,000円 扶養限度額未満
12月 90,000円 60,000円 100,000円 扶養限度額未満

１月から12月までの合計額 1,205,000円

　被扶養者がアルバイトやパート等でお勤めされ給与収入がある場合、年額ではなく月額で判断する

ほうが実情に即しているため、給与月額の扶養限度額　　　　　　　　を設定しています。

◦給与の他に収入がある場合は、他の収入を月割りした額を加えた額。
◦ 障害年金に該当する程度の障害がある者、または60歳以上である者は、年金などその他の収入を月

割りした額を加えて150,000円となります。
◦課税・非課税を問わず、収入に含めます。通勤手当等諸手当を含みます。
◦賞与は支払対象期間に案分します（支払対象期間の定めがないときは案分せず支給月の給与に加算）。
◦給与の処遇改善・給与改定等による給与の差額支給が行われたときは、支給月の給与に加算します（案分はしません）。

※  　令和４年10月から「短時間労働者に対する、厚生年金及び健康保険の適用拡大（特定適用事業所の案件及び短時間労働者
の適用要件の見直し）」が実施されています。
　従来どおり被扶養者の扶養限度額未満の収入で勤務されている方であっても、適用拡大の対象となっている場合は、健康保
険等に加入されて取消該当となりますのでご注意ください。
　勤務先で健康保険等に加入し、被保険者証（保険証）が交付されたときは、必ず、被扶養者の取消申告を行ってください。

　給与月額が108,334円以上となる月から３カ月の平均が108,334円以上となった場合には、最初の月（※）にさかのぼり、

 取消該当  となりますのでご注意ください。

※当該月の初日からではなく、当該月の給与の支払対象期間の初日から取消該当となります。

取消該当
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お問い合わせ先 

　

　保健課資格係（直通）　TEL 043（248）1116

子子やや父母（祖父母）父母（祖父母）をを

❶ 子の認定の取扱い（夫婦共同扶養の場合）
（１）�満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に

ある子については、組合員に扶養手当が支給されて
いる場合には、組合員を主として生計を維持する者
とし、子を被扶養者とします。

（２）�前記以外の子で満22歳に達する日以後の最初の3月
31日までの間にある子についても、組合員に扶養手
当が支給されている場合には、組合員を主として生
計を維持する者と判断しますが、その子の収入やそ
の子に他の扶養義務者（配偶者等）がいるかの確認
を行った後に、認定の可否を判断します。

（３）�その他の子については、年間収入の多い者を主とし
て生計を維持する者とし、その者の被扶養者とする
ことを原則とします。
　また、年間収入が同程度（収入差が１割以内）の
場合は、申告により主として生計を維持する者とし、
申告者の被扶養者とします。
　なお、認定の可否については、その子の収入やそ
の子に他の扶養義務者（配偶者等）がいるかの確認
を行った後に、判断します。

❷  組合員の配偶者以外の認定時に、認定対象者
自身に配偶者が存在する場合の取扱い

例：父母・祖父母の認定時
　認定対象者ご夫婦について、双方またはいずれか一方
を被扶養者として認定する場合　　
（１）��夫婦の扶助義務の観点から、夫婦の年間収入を合算

して判断することとします。
　合算額の収入要件の判断基準は下記の「父母の認
定時における収入判断一覧表」です。

（２）��祖父母については、父母が経済的援助を行っている
場合があるため、父母の年間収入や扶養能力、組合
員が扶養しなければならない経緯・理由等を勘案し
判断します。

❸ 義父母の認定の取扱い
　義父母の認定については、実子に収入がある場合には、
組合員の収入が多い場合であっても、まず実子において
扶養すべきものとして、慎重に審査することとします。

区　　分
父母の一方

Ａ
Ａの配偶者

Ｂ ①＋②
○印は収入要件を満たす。

×印は収入要件を満たさない。
年間収入額 ① 年間収入額 ② Ａ Ｂ

父母ともに
60歳未満（障害年金該当者を除く）

【130万円の者】＋【130万円の者】

130万円未満 130万円未満 260万円未満 ○ ○
130万円以上 130万円未満 260万円未満 × ○
130万円以上 130万円未満 260万円以上 × ×
130万円以上 130万円以上 260万円以上 × ×

父母のいずれかが
60歳未満の障害年金該当者または60歳以上

【130万円の者】＋【180万円の者】

130万円未満 180万円未満 310万円未満 ○ ○
130万円以上 180万円未満 310万円未満 × ○
130万円以上 180万円未満 310万円以上 × ×
130万円以上 180万円以上 310万円以上 × ×

父母のいずれかが
60歳未満の障害年金該当者または60歳以上

【180万円の者】＋【130万円の者】

180万円未満 130万円未満 310万円未満 ○ ○
180万円以上 130万円未満 310万円未満 × ○
180万円以上 130万円未満 310万円以上 × ×
180万円以上 130万円以上 310万円以上 × ×

父母ともに
60歳未満の障害年金該当者または60歳以上

【180万円の者】＋【180万円の者】

180万円未満 180万円未満 360万円未満 ○ ○
180万円以上 180万円未満 360万円未満 × ○
180万円以上 180万円未満 360万円以上 × ×
180万円以上 180万円以上 360万円以上 × ×

被扶養者の対象範囲は日本国内に住所のある３親等内の親族で主として組合員の収入により生計を維持し

ている者であり、被扶養者認定の取扱いにおいては一定の基準を設けて処理を行うこととしております。

◦父母の認定時における収入判断一覧表◦

◎今回掲載の注意点が判断基準のすべてではありませんのでご注意ください。（他の判断基準の例：別居時の仕送り内容・国内居住要件等）
◎認定日の取扱い

　扶養要件を備えた日から30日以内に「被扶養者申告書」及び必要書類を勤務先の共済事務担当課へ（任意継続組合員は直接共済組合へ）
提出してください。この場合は、要件を備えた日が認定日となります。
　ただし、30日を越えて提出された場合は、勤務先の共済事務担当課での受付日（任意継続組合員は共済組合での受付日）が認定日となります。
※遡っての認定はできませんので、被扶養者の要件を備えたらすみやかに手続きをしてください。

被 扶 養 者 とする場合の 注 意 点 について
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お問い合わせ先 

　

　福祉課厚生係（直通）　TEL 043（248）1114

募 集 案 内
　テーマを変えて６月・９月・12月の３回、オンラインにて開催するメンタル

ヘルス教室の第２回目となります。

　第２回目の９月の教室では、ワークエンゲイジメントに関する知識や、意欲

をアップする簡単エクササイズについて学ぶことができます。

　ご家族の皆さまに役立つ内容となっておりますので、ぜひご参加ください。

メンタルヘルス教室
～ワークエンゲイジメント編～

◦募集人数　300名
※ 申込者多数の場合は抽選とし、結果については後

日、申込者全員にメールで通知します。

◦申込資格　
組合員及びその家族（同居、別居を問いません）

◦参加に必要なもの（２点）　
◦安定したネット環境

※ Wi-Fi環境でない場合、通信速度の制限により通
信ができなくなる可能性もあるため、Wi-Fi環境
を推奨します。

◦PC／スマートフォン／タブレット等のデバイス

◦受講料　無料

◦申込方法
下記URLもしくは二次元コードから申込フォームへ
アクセスしていただき、必要事項をご入力ください。

◦申込締切日　令和５年８月18日（金）

◦その他
受講者を決定後、受講のご案内を申込フォーム
に入力いただいたメールアドレスに送信します。

働きがいを高める
ワークエンゲイジメント（30分程度）

1 最新メンタルヘルス情報！
◦時代は ＂労働＂ から ＂朗働＂ へ

◦＂働きがい＂ とメンタルヘルスの関係

2 ワークエンゲイジメントの高め方
◦ 今！注目される ＂ワークエンゲイジメント＂

とは

◦折れない心をつくる３つのポイント

◦アンガーマネジメントと６秒ルールの関係

◦スポーツ選手が注目する ＂衝動調性力＂

◦自己効力感の高め方

3 まとめ
◦雨の日もワクワクする認知行動療法

意欲をアップする簡単エクササイズ（30分程度）
1 筋力刺激が ＂やる気＂ を高める
　 …簡単エクササイズ
2 疲労回復セルフマッサージ

基 本 講 座

【URL】
https://forms.office.com/
r/8xv3JsYBja

【二次元コード】

〈フォームへ入力していただく必要事項〉
❶組合員証記号　❷組合員証番号　❸組合員氏名
❹受講者氏名　❺電話番号　❻PCメールアドレス
（携帯アドレスはメールが届かない場合があるため、
PCアドレスでお願いします。）

演　　習

※ 進行状況により、時間が前後することや内容が変更になる
ことがあります。

※ 後日、YouTubeにて録画した講座の配信もありますので、
開催日時に見ることができない方も申し込みいただけれ
ば、録画配信を視聴いただけます。

※ Zoomウェビナーを使用して配信します。カメラとマイク
は使用しません。　

◦開催日時
　令和５年９月９日（土）10：00～11：15
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※ 個人情報の利用目的　申込フォームに入力された個人情報
は、メンタルヘルス教室における以下の目的に使用します。

1.お申し込み確認と参加者名簿を作成するため　2.受講決定
を通知するため　3.その他、講座を円滑に運営するため　
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募 案集 内

お問い合わせ先 

　

　福祉課厚生係（直通）　TEL 043（248）1114

◦開催日時　　

令和５年８月５日（土）・８月19日（土）・９月２日（土）

◦会場

オークラ千葉ホテル〔JR千葉みなと駅より徒歩５分〕

時間： 午前10時から午後３時30分（８月５日のみ

午後３時）まで

◦内容

◦申込資格

＊組合員及びその家族（16歳以上）

＊ ３日ともすべて出席できる方（参加できない場合

は当組合へご相談ください）

＊昨年も含めて、過去に受講したことのない方

◦募集人数　30名（申込者多数の場合は、抽選とします）

◦受講料　無料（昼食は共済組合でご用意します。）

◦申込方法　

６月以降に共済組合ホームページの申込専用ページ

「各種申込フォーム」から介護講座の申込フォームへ

アクセスしていただき、必要事項をご入力ください。

◦申込締切日　令和５年７月７日（金）

◦その他

◦ 受講者決定後、「受講の案内」を申込フォームに入

力いただいたメールアドレスに送信いたします。

◦ 当日、会場にて地域福祉サービス情報をお配りし

ていますが、例えば介護を必要としている方が別

居している場合など、受講者の住居以外の地域福

祉サービス情報をご希望の方は、希望する市区町

村（１カ所）をご記入ください。

◦３日目　

「メリハリのある生活が寝たきりをつくらない」
 ～朝起きてから寝るまでの介護技術～
体験実技を中心とした講座を行います。

◦１日目　

「突然の介護に備える介護準備経済学」
～いざというときに後悔しない～
講義を中心とした講座を行います。
昨年の受講者の方々からご好評いただいた横井孝治
先生が、１日をかけて講義を行います。

◦２日目　

「介護が必要になったときに、知っておきたい知識と技術」
午前は講義、午後は体験実技を伴った講座を行い
ます。

　日本は、世界でも例のないスピードで高齢化が進んでいます。急激な高齢化が進む中、

「介護」は誰もが直面する重要な問題となってきました。

　いざというときに備えて、介護の知識や技術をあらかじめ習得しておくことが大切です。

　共済組合では、在宅介護の一助となるよう、３日間で学ぶ「介護講座」を開講します。

　現在介護をされている方はもちろん、今後の介護に備えたい方など、貴重なこの機会

に、ぜひご家族の皆さまと一緒にご参加ください。

介介護講座３日
で学ぶ

フォームへ入力していただく必要事項

❶組合員証記号　❷組合員証番号
❸組合員氏名　　❹受講者氏名
❺電話番号　　　❻PCメールアドレス　❼住所

※ 個人情報の利用目的　申込フォームに入力された個人情報は、介
護講座における以下の目的に使用します。

1.お申し込み確認と参加者名簿を作成するため　2.受講決定を
通知するため　3.その他、講座を円滑に運営するため

◦�先生のご経験されたお話、熱意あふれる２時間！
感謝、感激。（1日目の感想）

◦�見たり聞いたりしただけでは不十分で、実際に行っ
てみないと理解が深まらないものだと思いました。
（２日目の感想）

◦�３日間コースのためハードルが高く感じられ受講
できずにいましたが、参加してみるとそんなこと
もなく、受講してよかったです。（３日目の感想）

昨 年 の 受 講 者 の 声



◦「特定健康診査受診券」の交付
　被扶養者の方の受診券は、所属所経由で組合員を

通して配付いたしますので、所属所担当課から「受

診券」を受け取られた組合員の方は、該当者に「受

診券」をお渡しくださるようお願いいたします。

　任意継続組合員及びその被扶養者の方は、直接自

宅に送付いたします。

◦受診方法
　「受診券」に同封いたしました「健診機関一覧」に

掲載の医療機関、または「集団方式による健診」で

受診してください。

　なお、受診の際は、予約が必要な場合は事前に電
話にて予約のうえ、必ず「受診券」と「被扶養者証」

または、「任意継続組合員証」、「任意継続組合員被扶

養者証」を提示してください。

　「受診券」による特定健康診査は、無料で受けるこ
とができます。

※�人間ドックを受ける場合は、特定健康診査受診券は使用できません。「人
間ドック利用承認申請書」提出時に受診券を返還してください。
※�特定健診当日に保健指導を実施することが可能ですので、ぜひご受診く
ださい！

※�実施医療機関の事情により、集団方式による健診は、実施日の変更が
生じる場合がございます。実施医療機関に確認のうえ、受診するようお
願いいたします。

「特定健康診査受診券」を６月下旬に発行します！
被扶養者と任意継続組合員及びその被扶養者の方へ

　特定健康診査・特定保健指導の実施方法については、
『共済だより』４月号でご案内いたしましたが、「特定
健康診査受診券」を６月下旬に発行いたしますので、
該当される方は次の点にご注意いただき、速やかに受
診くださるようお願いいたします。

　自覚症状が出にくい生活習慣病は、気付かないうちに
どんどん悪化し、症状が出たときにはすでに重症という
ことも少なくありません。ご自身の健康
チェック・生活習慣病の早期発見のため
に、１年に１回の特定健康診査を必ず受
診しましょう。

歯科口腔健康診査の実施について
　当組合では、組合員を対象として、歯科疾患の予防、
早期発見及び早期治療を図ることを目的に、歯科口腔健
康診査を実施しています。
　初期の歯科疾患は自覚症状が乏しく放置されがちです
が、気付いたときには歯を失う原因になるほど進行して
しまうことがあります。

　歯と口腔の健康は、食事や会話を楽しみ、快適で豊か
な人生を送るために欠かせないものです。また、歯科疾
患の予防は、「生活習慣病」や「がん」のリスクを減らす
ことにもつながります。
　対象の方は、この機会にぜひ歯科口腔健康診査を受
診してください。

◦対象者
◦ 年度内に25歳以上で10歳刻みの年齢（25、35、

45、55歳…）に達する組合員（継続長期組合員及

び任意継続組合員を除く）

◦受診方法
　所属所を経由して、６月下旬頃に該当組合員へ「歯

科口腔健康診査受診券」を配付します。

　同封する「協力歯科医院一覧表」に掲載されてい

る歯科医療機関に電話等により予約のうえ、「歯科口

腔健康診査受診券」、「歯科口腔健康診査票」に必要

事項を記入し、「組合員証（保険証）」を提示して受

診してください。

　また、「歯科口腔健康診査受診券」による歯科口腔

健康診査は、無料で受けられます。

◦有効期限
令和６年２月29日まで

◦検査内容
現在の歯（健全歯、未処置歯及び処置歯）の状況、

喪失歯の状況、歯周組織の状況、口腔粘膜の状況及

び口腔清掃状況を検査し、必要に応じて保健指導を

実施します。

受診にあたっての注意事項

ご自身、ご家族の健康管理のため、ぜひ受診してください。

「歯科リスク自己判定セット（チェックガム・
チェックシート）」を同封しますので、お口の状
態のセルフチェックにお役立てください。

お問い合わせ先 

　

　福祉課厚生係（直通）　TEL 043（248）1114
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お申し込み往復はがき記入例

【個人情報の利用目的】 お申し込み往復はがきでいただいた個人情報は、ゴルフ大会運営における以下の目的に利用し、その
他の目的には一切利用いたしません。

１．申し込み確認と参加者名簿を作成するため　２．ゴルフ場への利用登録のため
３．その他、ゴルフ大会を円滑に運営するため

何
も
記
入
し
な
い
で

く
だ
さ
い

千
葉
市
中
央
区
中
央
港
１
‐
13
‐
３

千
葉
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

　
福
祉
課
　
厚
生
係
　
行

〒260-8502

往信

▲

往信面（オモテ）　 返信面（ウラ）

▲

お
申
し
込
み
の
方
（
代
表
者
）
の

ご
自
宅
の
郵
便
番
号
・
ご
住
所
・

氏
名
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
！

返信

ゴルフ大会参加希望
①333-910
共済　太郎　○○才
S56年6月5日生
ゴルフ暦3年　平均100
②333-910
共済　花子　○○才
S56年5月4日生
ゴルフ暦3年　平均105
③〒296-0004
　鴨川市貝渚2565
　043-248-1110
　(090-□□□□-△△△△)
④□□市○○課
　043-248-1114　内線123

（記入例）

▲

返信面（オモテ）　 往信面（ウラ）

▲

11 参加資格 参加資格
　組合員及びその被扶養者（15歳以上（中学生を除く））　組合員及びその被扶養者（15歳以上（中学生を除く））
とします（男女を問いません）。とします（男女を問いません）。

22 開催内容 開催内容
（１） 開催日及び開催場所（１） 開催日及び開催場所

令和５年８月30日（水）令和５年８月30日（水）
浜野ゴルフクラブ　午前８時21分スタート～浜野ゴルフクラブ　午前８時21分スタート～
千葉県市原市永吉937　TEL 0436（52）3111千葉県市原市永吉937　TEL 0436（52）3111

（２） 募集人数（２） 募集人数
120名（30組）120名（30組）

（３） 大会の内容（３） 大会の内容
アア　　スタート表については、当組合が作成します。スタート表については、当組合が作成します。
イイ　 プレー後、表彰式等は行いません。成績表は　 プレー後、表彰式等は行いません。成績表は

後日代表者宛てに参加人数分送付いたします。後日代表者宛てに参加人数分送付いたします。
また、賞品についても成績表と合わせて代表者また、賞品についても成績表と合わせて代表者
に送付いたします。に送付いたします。

ウウ　ゴルフ大会は、現地集合・現地解散となります。　ゴルフ大会は、現地集合・現地解散となります。
エエ　 当日は、天候等の状況により開催を中止する　 当日は、天候等の状況により開催を中止する

場合がありますので、予めご了承ください。場合がありますので、予めご了承ください。
オオ　 代理参加は認めません。都合により参加できな　 代理参加は認めません。都合により参加できな

い場合は、速やかに当組合までご連絡ください。い場合は、速やかに当組合までご連絡ください。

3 募集期間及び申込方法
【往復はがき申込】
　申し込みの場合には、必要記入事項をご記入（下記参　申し込みの場合には、必要記入事項をご記入（下記参
照）のうえ、令和５年６月30日（金）（必着）で、共済組照）のうえ、令和５年６月30日（金）（必着）で、共済組
合福祉課厚生係へお送りください。合福祉課厚生係へお送りください。

【オンライン申込】
　６月以降に共済組合のホームページに掲載される　６月以降に共済組合のホームページに掲載される
ゴルフ大会の申込フォームから必要事項を入ゴルフ大会の申込フォームから必要事項を入
力し、申し込みをしてください。力し、申し込みをしてください。申込期限は、
令和５年６月30日23時59分です。

　また、１回の申込は４名さままでのご応募とさせてい　また、１回の申込は４名さままでのご応募とさせてい
ただきます。ただきます。
　　なお、往復はがきとオンライン両方での応募や同じ参
加者のグループで、代表者を入れ替えての複数応募は、
ご遠慮ください。

＊ 申込多数の場合は抽選とし、結果については、後日代申込多数の場合は抽選とし、結果については、後日代
表者に通知します。表者に通知します。
なお、１人でも多くの方にご参加いただき、直前でキャなお、１人でも多くの方にご参加いただき、直前でキャ
ンセルされる方を減らすため、当選されたら参加が確ンセルされる方を減らすため、当選されたら参加が確
実な方のご応募をお待ちしています。実な方のご応募をお待ちしています。
また、抽選結果に関する照会はご遠慮ください。また、抽選結果に関する照会はご遠慮ください。

4 参加者負担金
１名様　現金 7,000円
＊ 負担金には、１Ｒキャディ付プレー、昼食代（ランチ及負担金には、１Ｒキャディ付プレー、昼食代（ランチ及

び１ドリンク付き）、プレー終了後飲み物代（１ドリンクび１ドリンク付き）、プレー終了後飲み物代（１ドリンク
分）、練習ボール（１コイン）、ゴルフ場利用税、消費税分）、練習ボール（１コイン）、ゴルフ場利用税、消費税
が含まれていますが含まれています（売店利用代、追加料理等については、
各自精算となります）。

5 上位者賞品
１位 ･･････････ 直営施設（那須の森ヴィレッジ・黒潮荘）
 ペア宿泊券
２位、３位 ････ 直営施設利用券 5,000円
４位、５位 ････ 直営施設利用券 3,000円
６位～８位 ････ オークラ千葉ホテル10Ｆ
 スパ・スカイビュー無料招待券２枚

◦共済スポーツ教室のご案内◦

63 63

〈必要記入事項〉
※下記項目は、すべてご記入ください。

① 代表者保険証記号番号・氏
名・年齢（プレー日現在）・
生年月日・ゴルフ歴・平均ス
コア（１Ｒ）

② 代表者以外の参加者全員の
保険証記号番号・氏名・年齢

（プレー日現在）・生年月日・
ゴルフ歴・平均スコア（１Ｒ）

③ 代表者の郵便番号・自宅住所・
電話番号（携帯電話番号）

④ 代表者の所属所名・所属課名・
勤務先電話番号・内線

※ 任意継続組合員の方は、『任
意継続組合員』と記入してく
ださい。

　共済組合では、組合員の皆さまのスポーツを通じた健康づくりと余暇の活用を目的とし、

ゴルフ大会を開催します。

　今回は、２回目の大会について下記のとおり募集します。今大会も、上位入賞者に直営施

設のペア宿泊券や施設割引券など賞品を用意しておりますので、奮ってご応募ください。

コルフ大会開催コルフ大会開催ののお知らせ!お知らせ!

〈宛先〉　〒260-8502 千葉市中央区中央港1-13-3
　　　　千葉県市町村職員共済組合　福祉課 厚生係
　　　　TEL 043（248）1114
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令和５年度 契約施設のお知らせ

特約店営業所の廃止のお知らせ
◦営業所の廃止がありました

特約店名（特約店No.） 営業所名（営業所No.） 営業所住所 電話番号

トヨタカローラ千葉（002） 稲毛店（005） 千葉市美浜区稲毛海岸4-2-7 TEL 043（245）0933

千葉日産（007） カーパレス茂原店（040） 茂原市小林2901-2 TEL 0475（20）2082

千葉日産（007） カーセブン稲毛海岸店（074） 千葉市美浜区稲毛海岸2-2-30 TEL 043（379）6547

◦他の共済組合等協定施設

施設名 閉館日
『共済だより』４月号 

別冊一覧掲載ページ

紫雲荘（岐阜県下呂市） 令和５年３月31日（金） P32

【お詫びと訂正】『共済だより』（令和５年４月号）と併せて発
行いたしましたクリーム色の冊子「令和５年度人間ドック検査
医療機関契約宿泊施設・遊園施設 リフレッシュ契約施設 一覧」
に掲載しております右記施設につきまして、令和５年３月31日
をもって閉館いたしましたので、お詫びして訂正いたします。

契約医療機関からのお知らせ

◦東京地区
検査医療機関名 変更前 変更後 変更年月日 一覧掲載ページ

ミラザ新宿
つるかめ

クリニック

大腸内視鏡検査
なし

大腸内視鏡検査
27,500円 令和５年

４月１日
P15

大腸ＣＴ
27,500円

大腸ＣＴ
なし

◆人間ドック契約内容変更・訂正のお知らせ

◦京葉地区
検査医療機関名 変更前 変更後 変更年月日 一覧掲載ページ

東京ベイサイド
クリニック

子宮頸部 子宮エコー
婦人科検診
契約なし

令和５年
４月１日

P5乳エコー 乳マンモ

契約あり

契約施設のお知らせ

施設名 現在
契約料金

改定後
契約料金

改定
年月日

『共済だより』４月号 
別冊一覧掲載ページ

那須サファリ
パーク

大人
2,800円

大人
2,900円

令和5年
4月1日 P38

◆契約施設の契約料金改定のお知らせ

施設名 営業終了日 「共済だより」４月号 
別冊一覧掲載ページ

ロイヤルウイング
横浜港 令和５年４月30日（日） P43

◆リフレッシュ施設の営業終了のお知らせ

特約店情報変更のお知らせ
◦特約店の追加がありました

特約店名（特約店No.） 本社住所 電話番号

アオキオートサービス（094） 柏市逆井1248-1 TEL 04（7173）4141

◦営業所の追加がありました
特約店名（特約店No.） 営業所名（営業所No.） 営業所住所 電話番号

千葉スバル（047） カースポット柏の葉（034） 柏市若柴91-16 TEL 04（7199）7007

アオキオートサービス（094） アオキオートサービス（001） 柏市逆井1248-1 TEL 04（7173）4141

アオキオートサービス（094） スズキアリーナ柏逆井（002） 柏市逆井1248-1 TEL 04（7171）4141

◦営業所名等の変更がありました
特約店名（特約店No.） 営業所名（営業所No.） 営業所住所 電話番号

ファミリー（066）
新 アウディ松戸（007） 松戸市小根本196-1 TEL 047（362）1106

旧 アウディ柏（007） 流山市向小金1-274-7 TEL 04（7147）8850

◦営業所住所・電話番号等の変更がありました
特約店名（特約店No.） 営業所名（営業所No.） 営業所住所 電話番号

千葉トヨペット（001） ZAP店（046）
新 浦安市北栄4-20-22

TEL 047（380）3111
旧 浦安市猫実2-33-21

ネッツトヨタ千葉（005） 野田店（012）
新 野田市山崎1594-45

TEL 04（7124）7741
旧 野田市堤根42-4

ネッツトヨタ千葉（005） 八千代店（021）
新 八千代市大和田新田467-20

TEL 047（450）1866
旧 八千代市吉橋1114-1

施設名 新規開始サービス名 ご予約受付開始 ご利用ページＵＲＬ 認証コード 『共済だより』4月号
別冊一覧掲載ページ

ニッポンレンタカー おでかけ優待プラン 
（旧：ワンデイスキップ）

2023年6月1日（木）から 
（同日よりご出発可能） https://www.nipponrentacar.co.jp/spof/ CBCK23L4V2MY P42

◆リフレッシュ施設の新サービスのお知らせ	
　下記の施設については、現在契約している「ワンデイスキップ」サービスが終了し、新たに「おでかけ優待プラン」サービスが開始されることとなりましたのでお知らせします。
令和5年5月31日（水）までにご予約いただいたワンデイスキップのご予約の変更・取消し・支払い・最終のご出発日は令和5年8月31日（木）までとなりますのでご注意ください。

※「おでかけ優待プラン」サービスの詳しい内容については、ニッポンレンタカーホームページ（ご利用ページＵＲＬ）にてご確認ください。
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お問い合わせ先 

　

　 福祉課福祉係（直通）　TEL 043（248）1113

　組合員に資金の貸付けを行う事業です。

　事前に締切日や詳細等をご確認の上、お勤め先の共

済事務担当課を通して当組合へ申し込みくださるよう

お願いします。

※�原則月末締切（申込書等共済組合着）、翌月28日送金と
なり、貸付金送金日以前に支払期限が到来しているまた
は支払済みの費用については貸付対象とはなりませんの
で、ご留意ください。

◦普通貸付… 営利を目的としない有形財産の購入等
（基本給の６倍、最大200万円まで）

◦住宅貸付… 組合員が自己の用に供するための住宅建
築や購入、リフォーム資金として（基本
給及び勤続年数に応じて最大1,800万円
まで）

◦入学貸付… 組合員、その被扶養者または被扶養者で
ない子の入学（基本給の６倍、最大200
万円まで）

◦修学貸付… 組合員、その被扶養者または被扶養者で
ない子の修学（１年度につき最大180万
円まで）

◦結婚貸付… 組合員、その被扶養者または被扶養者で
ない子、孫もしくは兄弟姉妹の結婚式費
用（基本給の６倍、最大200万円まで）

◦葬祭貸付… 組合員の配偶者、子、父母もしくは兄弟
姉妹または配偶者の父母の葬儀費用（基
本給の６倍、最大200万円まで）

　その他、在宅介護対応住宅貸付、災害家財貸付、災
害住宅貸付、災害再貸付、医療貸付、高額医療貸付、
出産貸付があります。詳細については下記までお問い
合わせください。

　当組合が契約している特約店（当組

合ホームページにてご確認ください）

にて自動車を購入する際、当組合が立

替払いを行う事業です。

　特約店にて見積書等取得の上、所属所にて物資購入

票の発行を受け、ご利用ください。

　利用額最大300万円（10万円以上１万円単位、償

還期間最大10年）

※普通貸付と併用可、合算して最大500万円まで利用可能。

共済ローン（貸付事業、物資事業）共済ローン（貸付事業、物資事業）をを
ご 活 用 く だ さ い

　共済組合は組合員の皆さまの生活の安定を目的とし、
資金の貸付け（貸付事業）及び立替払い（物資事業）
を低利率にて行っておりますのでご活用ください。

貸付事業について 物資事業について

◦�新規貸付、既に借入れている貸付、物資事業及び他の金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合計

が基本給の30％を超える場合、または償還年額が年収（基本給×16）の30％を超えるとき等、事業の利用が

できない場合がありますので予めご了承ください。

◦�会計年度任用職員等の任期の定めがある組合員の方については、利用に制限がありますのでご留意ください。

●
●
●

●
●
●

注
意
点
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～共済ローンのメリット～

①低利率
普通貸付等年利1.26％、物資事業年利1.39％

（令和５年４月１日現在）
　民間カードローン等と比較し低利率な上、
少額の借入でも利率は変わりません。

②手数料不要
　共済組合の貸付事業は福祉事業の一環とし
て行っていますので、貸付実行手数料、繰上
返済手数料等についていただいておりません。
※�貸付事業において団体信用生命保険等に任意加
入した場合、保険料は別途必要となります。

③担保不要
　償還については給与控除にて毎月返還いた
だき、退職時に未償還金が残存している場合
は退職金から控除し返済いただくこととなっ
ているため、抵当権や連帯保証人の設定等は
不要です。



お問い合わせ先 

　

　福祉課厚生係（直通）　TEL 043（248）1114

◦各種測定機器の紹介◦　

知ってなるほど！ 健康づくり
～目からウロコの健康づくり～

　当講座では、『高精度体成分測定機器』『口腔内細菌カウ

ンター』『推定野菜摂取量測定機器』『歩行年齢測定機器』

を使用し、普段なかなか見ることのできない自分の体の状

態を客観的に確認しながら講座の受講ができます。

◆開催日時・会場
７月22日（土）10：00～14：30（昼食は当組合でオー

クラ千葉ホテルのお弁当を用意します）

オークラ千葉ホテル〔JR千葉みなと駅から徒歩５分〕

◆内容
1人生100年に備えるオーラルケアついて
2若い今から取り組む人生100年時代の体づくり

①高精度体成分測定機器
体内の水分量や筋肉量、脂肪量など様々な体成分を

正確に分析します。メタボ状況、栄養摂取状態、筋

肉や脂肪の部位別バランスまで詳細にわかります。

②口腔内細菌カウンター
舌に付着した細菌数から口腔内の衛生状況がわかり

ます。測定時間は90秒です。

③推定野菜摂取量測定機器
抗酸化作用が強く、がんや生活習慣病予防に役立つ

とされる緑黄色野菜の摂取量を正確に測定します。

また、LED（発光ダイオード）を搭載したセンサー

に手の一部を当て、皮膚のカロテノイド量及び推定

野菜摂取量を測定します。

④歩行年齢測定機器
テレビ等で取り上げられ、話題となった機器です。

被験者の方に5メートル歩行していただき、姿勢、

歪み、バランス、歩行スピードを解析し、30秒で

体力年齢を提示します。

◆募集人数　30名（最低実施人数20名）
※ 申込者多数の場合は抽選とし、結果については後日申込者

全員に通知します。

◆申込資格　組合員及びその家族（同居、別居を問いません）

◆受 講 料　無料

◆申込方法　
６月以降に共済組合ホームページの申込専用ページ「各

種申込フォーム」から健康管理講座の申込フォームへア

クセスしていただき、必要事項をご入力ください。
＊ 傷害保険に加入するため、参加される方１名ずつのお申し

込みをお願いします。

◆申込締切日　令和５年６月23日（金）

◆そ の 他
受講者決定後、「受講の案内」を申込フォームに入力い

ただいたメールアドレスに送信いたします。
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　日頃の忙しい生活の中で、ついつい健康であることへの感謝を忘れがちではありませ

んか？

　この講座では、人生を明るく・楽しく・豊かにお過ごしいただくための『健康』につ

いて、体験を交えながらお伝えします。

　昨年、当講座を受講された皆さまから、講座の内容について大変役立ったとお答えい

ただきました！また、昨年ご好評いただいた長島寿恵先生が今年も講義をされます！ 

　ぜひご家族の皆さまとともに参加いただき、健康管理にお役立てください。

募 案集 内健康管理講座健康管理講座

フォームへ入力していただく必要事項

❶組合員証記号　❷組合員証番号　❸組合員氏名
❹受講者氏名　❺電話番号　❻PCメールアドレス
（携帯アドレスはメールが届かない場合があるた
め、PCアドレスでお願いします。）

❼住所（保険に加入するために必要となります。）

※ 個人情報の利用目的　申込フォームに入力された個人情報は、健
康管理講座における以下の目的に使用します。

1.お申し込み確認と参加者名簿を作成するため　2.受講決定を
通知するため　3.その他、講座を円滑に運営するため

◦�最新の測定器を用いて、自分の体の状況を知るこ
とができてよかったです。

◦�家庭の体脂肪計に比べて、各部分の結果を知るこ
とができました。

◦�普段体験できない機器で測定していただき、自分
の体の中を知ることができてよかったです。

◦�講義あり、実技、体験ありと楽しく参加できました。

◦先生のお話がよかったです。

昨 年 の 受 講 者 の 声



　年金者連盟は年金制度の改善の取組みだけで

なく、「見舞金の支給」、「助成金の支給」、「長寿

のお祝い」など、退職後の暮らしに少しでもお

役に立てるよう各種給付・助成事業を行ってい

ます。

　例えば、再任用職員で共済組合員の方は、年金

者連盟の「保養所利用助成金・契約施設利用助成

金」と共済組合の「宿泊施設利用助成金」が併せ

て受けられ、割安で旅行が楽しめます。（※1）

　その他、給付事業・助成事業の詳細は年金者

連盟ホームページでご覧いただけます。

　また、退職した仲間が集う年金者連盟支部へ

各種助成を行い、退職後の交流を応援しています。

　年金者連盟には定年退職された方、退職後60

歳を迎えられた方であれば年金支給開始前でも

加入いただけます。（※2）

　ぜひ、お誘い合わせのうえ年金者連盟にご加

入ください。

（※１）�年金者連盟と共済組合では、利用者の範囲が異なります。
また、連盟の助成金には泊数に制限があります。

（※２）�組合員期間が短期組合員及び後期高齢者等短期組合員
のみの者を除く。

年金制度年金制度のの改善改善はは年金者連盟から年金者連盟から！！！！
年金制度の改善には多くの仲間の力が必要です。

退職後は年金者連盟へ加入ください。

共に支え合って退職後の暮らしを豊かなものにしていきましょう。

退職後の暮らしを応援します!!

（注） 金額は、過去5年間に入院した人の自己負担費用の平均値（高額療養費制度※を利用した人、利用しなかった人
（高額療養費制度の適用外など）も含みます）。

※ 高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額。治療費・食事代・差額ベッド代などを含みます。

生命保険文化センター「令和４年 生活保障に関する調査」

1入院の自己負担費用は…1入院の自己負担費用は…
20,546円×13.9日20,546円×13.9日➡➡約29万円約29万円

医療費ってこんなにかかるんです‼

公務員の
入院１日当たりの平均自己負担額は

平均20,546円！（注）

病気で入院する人の平均入院日数は？

公務員の
１入院当たりの平均入院日数は

平均13.9日！

お問い合わせ先
取扱代理店

有限会社ちば共栄サービス　TEL 043（248）1536
（受付時間：平日の午前9時から午後4時まで。月末金曜日は午後3時まで。）

　共済組合では、高額になりがちな先進医療に関する費用も補償する「新・団体

医療保険」を取り扱っています。保険料は、団体割引が適用されますので、個人

で加入するよりも割安です。ぜひご検討ください。パンフレットの請求、詳細

については、下記取扱代理店までご照会ください。

医療費医療費へのへの備え、できていますか？備え、できていますか？

千葉県市町村職員年金者連盟　TEL 043（248）1059

http://www.chiba-munic-nenkinren.jp
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「
１ 

事
業
計
画
」
に
つ
い
て
、
令
和
４
年
度
と
令

和
５
年
度
を
比
較
す
る
と
、
短
期
給
付
財
源
率
は
６
・

８
‰
の
上
昇
が
見
込
ま
れ
る
。
急
な
引
き
上
げ
は
医

療
受
診
率
の
増
加
が
主
な
理
由
な
の
か
。

　

ま
た
、
継
続
的
な
調
整
な
ど
に
よ
り
、
率
の
見
直

し
な
ど
は
可
能
な
の
か
。

　

令
和
５
年
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、
短
期
組
合
員
の

加
入
に
よ
る
医
療
費
の
増
加
を
要
因
と
し
て
、
保
健

給
付
費
が
対
前
年
度
比
で
約
29
億
円
増
加
す
る
見
込

み
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
育
児
・
介
護
休
業
手
当
金
共

同
事
業
に
係
る
拠
出
金
に
つ
い
て
も
、
拠
出
率
の
引

き
上
げ
に
よ
り
対
前
年
度
比
で
約
４
億
５
千
万
円
増

加
す
る
こ
と
を
見
込
ん
で
い
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
団
塊
の
世
代
が
75
歳
の
後
期
高
齢
者
に
到

達
す
る
こ
と
に
伴
い
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
が
対
前

年
度
比
で
約
９
億
７
千
万
円
増
加
す
る
見
込
み
で
あ

り
、
以
上
の
総
額
だ
け
で
も
前
年
度
と
比
較
し
て
約

43
億
円
の
支
出
の
増
加
を
見
込
ん
で
い
る
も
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
支
出
の
大
幅
な
増
加
に
対
応
す
る
た

め
、
令
和
５
年
度
の
短
期
財
源
率
に
つ
い
て
は
令
和

４
年
度
か
ら
６
・
８
‰
引
き
上
げ
、
94
・
８
‰
と
さ

せ
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　

な
お
、
令
和
６
年
度
以
降
に
つ
き
ま
し
て
は
、
引

き
続
き
保
健
給
付
費
や
高
齢
者
医
療
に
係
る
拠
出
金

等
の
動
向
を
見
据
え
つ
つ
、
概
ね
単
年
度
で
収
支
均

衡
を
図
れ
る
よ
う
適
切
な
財
源
率
の
設
定
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

　

貸
付
の
金
利
を
銀
行
と
同
じ
く
ら
い
に
す
れ
ば
借

り
る
人
が
増
や
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

退
職
等
年
金
預
託
金
管
理
経
理
か
ら
他
経
理
へ
貸

し
付
け
を
行
う
場
合
の
利
率
に
つ
い
て
は
、
現
在
、

年
利
１
・
０
％
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
利
率
に

つ
い
て
は
、
各
市
町
村
職
員
共
済
組
合
が
独
自
で
定

め
る
も
の
で
は
な
く
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合

会
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
利
率
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

令
和
５
年
度
か
ら
新
た
に
短
期
組
合
員
の
地
方
公

共
団
体
負
担
金
が
発
生
す
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
負

担
金
の
額
の
算
出
根
拠
が
資
料
１
及
び
音
声
デ
ー
タ

か
ら
は
読
み
取
れ
な
か
っ
た
た
め
、
詳
細
な
説
明
を

お
願
い
致
し
ま
す
。

　

地
方
公
共
団
体
負
担
金
の
算
出
根
拠
に
つ
き
ま
し

て
は
、
令
和
５
年
１
月
26
日
付
総
務
省
福
利
課
か
ら

の
事
務
連
絡
「
令
和
５
年
度
に
お
け
る
地
方
公
務
員

共
済
組
合
の
事
務
に
要
す
る
費
用
に
係
る
地
方
公
共

団
体
の
負
担
金
等
に
つ
い
て
」
に
よ
り
示
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
昨
年
10
月
か
ら
新
た
に
加
入
す
る

こ
と
と
な
っ
た
短
期
組
合
員
に
対
し
て
も
、
短
期
給

付
事
業
に
係
る
事
務
経
費
と
し
て
負
担
金
を
徴
収
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

今
後
は
、
短
期
組
合
員
（
令
和
５
年
度
：
１
人
当

た
り
月
額
３
８
５
円
）
及
び
短
期
組
合
員
以
外
の
組

合
員
（
令
和
５
年
度
：
１
人
当
た
り
月
額
７
８
８
円
）

の
種
別
に
応
じ
た
事
務
費
を
地
方
公
共
団
体
負
担
金

と
し
て
徴
収
さ
せ
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　

昨
年
、『
共
済
ミ
ニ
ガ
イ
ド
』
を
10
月
以
降
作
成
し
、

全
組
合
員
に
配
付
す
る
と
あ
り
ま
し
た
が
、
い
つ
配

付
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

令
和
４
年
度
当
初
予
算
に
お
い
て
、
令
和
４
年
度

中
に
『
共
済
ミ
ニ
ガ
イ
ド
』
を
作
成
し
、
配
付
さ
せ

て
い
た
だ
く
予
定
と
し
て
い
た
も
の
で
す
が
、
令
和

４
年
10
月
に
施
行
さ
れ
た
短
期
組
合
員
へ
の
地
方
公

務
員
等
共
済
組
合
法
の
適
用
拡
大
に
係
る
取
り
扱
い

に
つ
い
て
、
施
行
時
点
で
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

い
取
り
扱
い
が
多
く
、
確
実
な
情
報
を
お
届
け
す
る

こ
と
が
難
し
い
と
判
断
し
た
た
め
、
発
行
を
延
期
さ

せ
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　

配
付
時
期
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
令
和
５
年
10
月

頃
の
配
付
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　

契
約
遊
園
施
設
を
増
や
し
て
ほ
し
い
。（
隣
の
県

の
茨
城
県
の
施
設
等
は
１
つ
も
な
い
。）

研修会を開催しました
　
共
済
組
合
及
び
県
互
助
会
で
は
、
新
年
度
の
事
業

計
画
及
び
予
算
の
概
要
を
組
合
員
（
代
議
員
）
の
皆

さ
ま
に
説
明
し
、
ご
意
見
・
ご
要
望
を
広
く
お
聞
き

す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
事
業
の
よ
り
良
い
発
展
を
図

る
た
め
、
職
員
側
議
員
の
選
挙
区
ご
と
に
毎
年
、
地

区
別
共
済
制
度
研
修
会
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

　
令
和
４
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
防
止
等
を
考
慮
し
、
書
面
及
び
当
組
合

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
用
し
た
方
法
で
、
２
月
13
日

か
ら
17
日
ま
で
の
期
間
、
開
催
を
し
ま
し
た
。
こ
の

研
修
会
で
出
さ
れ
ま
し
た
ご
意
見
・
ご
要
望
に
つ
い

て
は
、
令
和
４
年
度
第
４
回
理
事
会
（
３
月
３
日
開

催
）
で
報
告
を
し
、
今
後
の
事
業
運
営
の
参
考
と
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

　
参
加
さ
れ
た
皆

さ
ま
か
ら
の
ご
意

見
・
ご
要
望
に
つ

い
て
の
一
部
を
、

次
の
と
お
り
Ｑ
＆

Ａ
形
式
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

短
期
経
理

業
務
経
理

保
健
経
理

退
職
等
年
金
預
託
金
管
理
経
理
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令
和
５
年
度
か
ら
、
次
の
遊
園
施
設
と
新
規
契
約

を
行
い
ま
す
。

①  

カ
ワ
イ
サ
ー
フ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
サ
ー
フ
ィ
ン
ス

ク
ー
ル
（
鴨
川
市
）

② 
第
三
新
生
合
同
丸
（
遊
漁
船
）（
鴨
川
市
）

③ 
鯛
丸
屋
（
鴨
川
市
）

④ 

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
そ
う
さ
（
匝
瑳
市
）

⑤  

橘
ふ
れ
あ
い
公
園
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
（
香
取
市
）

⑥ 

蓮
沼
海
浜
公
園
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
（
山
武
市
）

⑦  

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
園
く
れ
い
ん
ひ
る
ず
（
木
更
津

市
）

⑧ 

茂
原
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
園
（
茂
原
市
）

⑨ 

Ｍ
ａ
Ｍ
ａ
，ｓ 

Ｂ
ｅ
ｒ
ｒ
ｙ
（
長
柄
町
）

⑩ 

ネ
イ
チ
ャ
ー
プ
ラ
ネ
ッ
ト
（
那
須
塩
原
市
）

⑪  

マ
ウ
ン
ト
ジ
ー
ン
ズ
那
須　

那
須
ゴ
ン
ド
ラ
（
那

須
町
）

　

な
お
、
今
後
も
契
約
遊
園
施
設
の
充
実
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

　

共
済
施
設
の
利
用
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
２

千
円
の
特
別
加
算
の
影
響
が
大
き
い
と
思
い
ま
す

が
、
特
別
加
算
は
い
つ
ま
で
続
き
ま
す
か
。

　

令
和
４
年
度
の
事
業
計
画
及
び
予
算
の
大
綱
に
お

き
ま
し
て
、直
営
施
設
利
用
助
成
金
の
特
別
加
算
（
２

千
円
）
に
つ
き
ま
し
て
は
、
令
和
５
年
度
ま
で
の
実

施
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

特
別
加
算
は
、
多
く
の
組
合
員
と
ご
家
族
の
皆
さ

ま
に
、
直
営
施
設
を
ご
利
用
い
た
だ
く
こ
と
で
施
設

収
入
を
増
加
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
大
変
意
義
深
い
事

業
だ
と
考
え
て
い
る
も
の
で
す
。

　

他
方
で
、
短
期
経
理
の
財
源
率
が
高
い
水
準
と
な

る
中
、
保
健
経
理
の
財
源
率
は
で
き
る
だ
け
維
持
し

な
が
ら
疾
病
予
防
事
業
等
の
充
実
に
努
め
て
い
く
こ

と
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
る
状
況
で
す
。

　

よ
っ
て
、
令
和
６
年
度
以
降
の
直
営
施
設
利
用
助

成
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
効
果
的
な
財
源
配
分
に
よ

る
将
来
の
保
健
経
理
の
収
支
見
込
な
ど
を
考
慮
し
な

が
ら
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

収
支
予
定
の
支
出
の
科
目
で
令
和
４
年
度
と
令
和

５
年
度
の
委
託
費
を
比
較
す
る
と
、
金
額
が
大
き
い

が
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
増
え
て
い
る
の
か
。

※�

新
型
コ
ロ
ナ
以
前
の
予
算
に
戻
し
た
形
と
な
る
の
か
。

　

委
託
費
に
つ
き
ま
し
て
は
、
主
に
ホ
テ
ル
従
業
員

の
人
件
費
（
当
組
合
職
員
給
与
を
除
く
）
と
仕
入
原

価
を
賄
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
増
加
理
由
と
し
て
は
、

一
点
目
が
施
設
収
入
の
増
加
に
よ
る
人
件
費
の
増

加
、
二
点
目
が
施
設
収
入
の
増
加
に
よ
る
仕
入
原
価

の
増
加
が
要
因
と
な
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
人
件
費
増
加
の
主
な
理
由
は
、
婚
礼
等
の

受
注
増
加
を
見
込
み
、
こ
れ
に
伴
い
配
膳
人
、
洗
い

場
補
助
等
の
外
注
人
件
費
の
増
加
と
な
り
ま
す
。
次

に
仕
入
原
価
の
主
な
理
由
は
、
上
記
と
同
様
に
受
注

増
加
の
見
込
み
に
よ
り
、
引
出
物
の
仕
入
れ
、
写
真
・

ビ
デ
オ
撮
影
に
係
る
外
注
費
の
増
加
と
な
る
も
の
で

す
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
以
前
の
予
算
に
戻
し
た
形
と

な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
令
和
６
年
度
以
降
に
な
る

と
予
測
し
て
お
り
、
回
復
途
中
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
次
年
度
以
降
も
施
設
収
入
が
増
加
す
る

場
合
は
、
委
託
費
を
含
め
、
そ
の
他
経
費
も
増
加
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

黒
潮
荘
で
、
日
帰
り
入
浴
で
き
る
よ
う
に
し
て
欲

し
い
。
タ
オ
ル
等
は
持
参
す
る
の
で
、
用
意
し
て
も

ら
わ
な
く
て
も
よ
い
で
す
（
数
百
円
で
レ
ン
タ
ル
で

も
可
）。
ぜ
ひ
、
検
討
願
い
た
い
。

　

現
状
で
は
、
定
期
清
掃
の
人
員
配
置
等
の
観
点
か

ら
、
対
応
は
難
し
い
も
の
で
す
。
今
後
の
検
討
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

手
数
料
が
１
・
３
９
％
と
普
通
貸
付
や
住
宅
貸
付

（
１
・
２
６
％
）
に
比
べ
る
と
高
い
の
で
す
が
、
普

通
貸
付
同
様
に
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

貸
付
利
率
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
具
体
的
に
は
、
総
務
省
の
定
め
る
貸
付
規
則

（
準
則
）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

一
方
、
物
資
の
手
数
料
率
は
、
当
組
合
の
物
資
供

給
規
則
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す

が
、
そ
の
設
定
の
際
、
貸
し
倒
れ
に
対
す
る
保
証
保

険
料
を
独
自
に
支
出
す
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
必

要
が
あ
る
も
の
で
す
。

　

令
和
２
年
度
よ
り
、
資
金
の
借
入
先
を
そ
れ
ま
で

の
「
貯
金
経
理
（
利
率
２
・
１
％
）」
か
ら
利
率
が

低
い
「
退
職
等
年
金
預
託
金
管
理
経
理
（
利
率
１
・

０
％
）」
に
変
更
す
る
こ
と
で
、
手
数
料
率
を
２
・

４
２
％
か
ら
１
・
３
９
％
に
引
き
下
げ
た
も
の
で
す

が
、
そ
の
設
定
の
際
は
、
上
記
の
保
険
料
や
市
場
の

自
動
車
ロ
ー
ン
の
利
率
な
ど
を
勘
案
し
、
若
干
の
利

益
が
見
込
め
る
こ
と
を
想
定
し
た
も
の
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
半
導
体
不
足
等
に
よ
り
自
動
車

の
販
売
台
数
が
減
少
し
た
影
響
も
あ
っ
て
自
動
車
の

売
上
が
伸
び
て
い
な
い
状
況
に
あ
り
、
令
和
４
年
度
、

５
年
度
に
お
い
て
も
当
期
損
失
金
を
見
込
ん
で
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
状

況
で
、
手
数
料
率

を
さ
ら
に
引
き
下

げ
る
こ
と
は
難
し

い
と
考
え
ま
す
。

地区別共済制度 

宿
泊
経
理

物
資
経
理

令和４年度
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人事異動のお知らせ

〒260-8502 千葉市中央区中央港1-13-3
千葉県市町村職員共済組合 福祉課厚生係
TEL 043（248）1114（福祉課厚生係直通）

　共済組合では、毎月1回、税務・法律
に関する相談室（無料）を開設していま
す。開始時刻は原則として午前中で、申
込受付順となります。
　相談をご希望の方は、各所属所の共
済事務担当課に備え付けの ｢相談申込
書｣または任意の書式に必要事項（下記）
をご記入のうえ、開設日の15日前まで（必
着）に下記宛てへ親展でご送付ください。
※以降のお申し込みは、次回の相談日になり
ますので、ご了承ください。

※相談内容はできるだけ詳しくご記入ください。

法　律
相談室

弁護士 河邉  義範（かわべよしのり）
7月12日（水）、8月9日（水）

税　務
相談室

税理士 大川  惣一（おおかわそういち）
7月11日（火）、8月8日（火）

❶所属所名及び
　所属部署名
❷組合員氏名
❸組合員証記号・番号
❹自宅住所

❺自宅電話番号
❻勤務先電話番号
❼日中、連絡の
　とれる電話番号
❽相談希望日
❾相談内容

７月・８月７月・８月のの相談室開設日相談室開設日

税務・法律相談お申し込み・お問い合わせ先

　臨床心理士を中心とした専門職が、あ
なたのお悩みに親身にお応えします。ご
相談は当組合専用の電話・面談または
WEBにより対応しております。また、守
秘義務に則りプライバシーの保護を厳守し
ておりますので、安心してご相談ください。

税務・法律相談のご案内 メンタルヘルス相談室

こんなとき、すぐにご相談ください

◦将来に不安を感じ気分が落ち込んでいる。
◦職場の人間関係で悩んでいる。
◦ストレスによる無気力や不眠に悩まされている。
◦子どもが学校に行きたがらない。
◦家族の病気のことで悩んでいる。
◦配偶者との関係がうまくいかない。必 事要 項

※携帯電話からもご利用いただけます。
0120（765）232

•月曜日～金曜日	 9:00～21:00
•土曜日	 10:00～18:00
　（日・祝日、1月1日～3日は休み）

電話カウンセリング
面接カウンセリング予約受付

①団 体 数　市････････････････････ 37
　　　　　　町村･･････････････････ 17
　　　　　　一部事務組合等････････ 47
　　　　　　計･･･････････････････101

②組合員数　男･･････････････36,978人
　　　　　　女･･････････････38,094人
　　　　　　計･･････････････75,072人

③被扶養者数		･･･････････････46,103人

④任意継続組合員数･･･････････ 1,223人

組合の概況（令和５年４月末現在）

～お気軽にご相談ください～

6月は7月分の掛金、7月は8月分の掛金の払込月で
す。月内に必ず納入されますようお願いします。ま
た、口座振替の方は7月分の振替日が6月26日、8
月分の振替日が7月26日となりますので、残高不足と
ならないよう、残高の確認をお願いします。

6月28日（水）、7月28日（金）、8月28日（月）
※給付金請求書の締切日については、各担当課へお問
い合わせください。

※払戻・解約請求書の締切日は、組合員の方について
は各所属所により異なりますので、お勤め先の共済事
務担当課へお問い合わせください。
任意継続組合員の方については、払戻月の10日（12月
は7日）（土・日・祝日の場合は直前の開庁日）までに
共済組合に必着です。
6月1日現在の利率は1.9%（税引き後1.514015%）です。

6月28日（水）、7月28日（金）、8月28日（月）

任意継続組合員の皆さまへ

共済貯金の払戻日のご案内

給付金送金日のご案内

当組合ホームページのトップ画面にある
「みんなの家庭の医学」のバナー、もしくは
https://kateinoigaku.jp/からアクセスして
ください。

　 WEB相談

団体コード（保険者番号）：32120412

1�令和５年４月１日付け異動等

氏����名 新　職　名 旧　職　名

五木田　雅之 事務局長兼出納長 事務局長

関 　　裕行 事務局次長兼福祉課長 参事兼福祉課長

2�令和５年４月１日付け新規採用

氏����名 職　　名

林 　 　 千 晴 保健課資格係主事

3�令和５年３月31日付け退職

氏����名 職　　名

多 田 　 芳 子 事務局次長兼出納長

植 松　一彦 施設管理課付課長補佐

平 林　弘美 黒潮荘主任主事

共済組合からのお知らせ
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直営施設をご活用ください！

オークラ千葉ホテル 展望浴室 スパ・スカイビュー

場　所：本館10階
時　間：15：00～23：00（最終入場22：30）
料　金：日帰りの方（組合員及びそのご家族）
　　　　お一人様…300円（税込）／ご宿泊の方…無料

※日帰りでご利用の際は、保健施設利用券をお持ちください。

バスタオル、フェイスタオル付きのため、手ぶらでご利用いただけます。
ゆったりと広い湯船につかりながら、日々の疲れを心ゆくまで癒してください。

スパ
利用案内

P38のお得なクーポンをご利用くださ

い。詳しくはオークラ千葉ホテル（フ

ロント）までお問い合わせください。

期間限定のお得なプランをご利用く

ださい。詳しくは黒潮荘までお問い

合わせください。

お得な割引・各種プラン（P36～37

参照）をご用意し、皆さまのご利用を

心よりお待ち申し上げております。

オークラ千葉ホテル 黒 潮 荘 那須の森ヴィレッジ

（１）「お宿ねっとメンバーズカード」の発行手続き
　黒潮荘及び那須の森ヴィレッジへご宿泊の際に、発行手続きをしています。

（２）ポイント付与及びポイント利用特典について
　利用料金2,200円（税込）毎に１ポイントを付与させていただき、貯まったポイント数に応じて次回以降の宿泊料を

下記のとおり割引させていただきます。

（３）�黒潮荘と那須の森ヴィレッジ以外の株式会社エムアンドエムサービスが受託する保養所・公共の宿な
どの「お宿ねっと他施設」における「お宿ねっとメンバーズカード」の取扱いについて
　「お宿ねっと他施設」において、「お宿ねっとメンバーズカード」は使用できません。

「お宿ねっとメンバーズカード」のご案内
「お宿ねっとメンバーズカード」は黒潮荘、那須の森ヴィレッジの両施設で使えるポイントカードです。

お問い合わせ先 施設管理課 （直通） 　TEL 043（248）1119
福　祉　課 （直通） 　TEL 043（248）1114

ポイント数 30ポイント 50ポイント 100ポイント 200ポイント 300ポイント（割引上限）

割引額 1,000円 2,000円 6,000円 16,000円 30,000円

ご予約・お問い合わせ先���

那須の森ヴィレッジ 検索 クリック！

https://www.nasunomori-village.jp/

ご予約・お問い合わせ先���

ログインID：okura�
パスワード：chiba

オークラ千葉ホテル 検索 クリック！

https://www.okura-chiba.com/

オークラ千葉ホテル（フロント）�
TEL 043（248）1111

黒潮荘（直通）�
TEL 04（7092）2205

ご予約・お問い合わせ先���

黒潮荘 検索 クリック！

パスワード：９
く

６
ろ

４
し

０
お

https://www.kuroshioso.jp/
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※※通常期（土曜日、祝前日、夏期期間を除く）通常期（土曜日、祝前日、夏期期間を除く）
または、繁忙期（土曜日、祝前日、夏期期間）または、繁忙期（土曜日、祝前日、夏期期間）
の４人コテージ３名以上、２人コテージ２の４人コテージ３名以上、２人コテージ２
名以上、ツイン２名以上、和室３名以上で名以上、ツイン２名以上、和室３名以上で
の利用の場合となります。また小学校高学の利用の場合となります。また小学校高学
年向け料理は 607円（助成控除後）から年向け料理は 607円（助成控除後）から
ご利用いただけます。詳細についてはホーご利用いただけます。詳細についてはホー
ムページまたは次頁掲載の施設連絡先にてムページまたは次頁掲載の施設連絡先にて
ご確認ください。ご確認ください。

〈洋食〉〈洋食〉 〈特選料理〉〈特選料理〉

令和５年度も引き続き直営施設助成金に令和５年度も引き続き直営施設助成金に
特別加算（2,000円）が加わり特別加算（2,000円）が加わり
お得にご利用いただけるチャンス！お得にご利用いただけるチャンス！

ご予約好評受付中ご予約好評受付中！！

テニス（１面）やフットサル（全面）などにご利用
いただけます。
テニスラケットやテニスボール、また、サッカーボール
やビブスなども無料でご利用いただけます。
２時間　※混雑時は１時間のご利用とさせていただきます。

野外バーベキュー（持ち込み
ＯＫ）などにご利用ください。
キャンプ場開設期間中のご利
用とさせていただきます。

特別加算によりお子様（満３歳以上小学校低学年向け料理を選択の場合）は特別加算によりお子様（満３歳以上小学校低学年向け料理を選択の場合）は
利用者負担なし（無料利用者負担なし（無料※※）でご利用いただけます！）でご利用いただけます！

かも・なすＷキャンペーンにつきましては、5頁「黒潮つうしん」をご参照ください。

実施中

※写真はイメージです。

プランの
ご案内

平日割引（1,000円）ご利用で1泊2食付4,700円～
平日（日～木曜日）限定のお得な割引！
3泊以上の連泊で宿泊料金からさらに10%割引！

詳細については
ホームページでもご案内いたしますので
ぜひご覧ください。

●季節の特選料理プラン
１泊２食付 8,700円～
厳選された豪華食材を使用した特選料理。栃木のブランド肉（牛肉、豚肉、
鶏肉の３種類）を使用したお肉がメインのプラン。
ぜひご賞味ください！
※掲載料金は、県互助会を含む助成金及び特別加算（2,000円）控除後の金額となります。
※１泊２食、消費税、奉仕料、入湯税を含みます。
※繁忙期は、1,210円が加算されます。

令和５年度は、平日ご連泊者（２泊以上）※さま限定で「多目的運動場」と「キャンプ場」の
無料開放サービス（先着受付順）を実施します！ご予約時にお申し付けください。
※キャンプ場のご利用者さまを除きます。

〈ステーキ〉〈ステーキ〉

6月の月・火曜日限定で、
なんと1,500円割引！
1泊２食付 5,700円～

●洋食プラン・ステーキプラン
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一軒茶屋

那須湯本温泉

那須サファリパーク

那須ハイランド
パーク

教会

戸田

池田

田代

青木
広谷地那須高原大橋

JR 東北線

那須りんどう湖
LAKE VIEW那須ワールド

モンキーパーク

266

黒磯
那須塩原

高久

東北自動車道
黒磯
板室 I.C.

東北新幹線

那須の森ヴィレッジ

至東京

至仙台

漆塚

木綿畑

関谷北

那須 I.C. 詳しくは、お電話または詳しくは、お電話または
ホームページをご覧ください。ホームページをご覧ください。

 那須の森ヴィレッジ 検索 ⬅

那須の森ヴィレッジ（施設直通）
TEL 	0287（78）1636

お問い合わせ・お申し込み

※平日・休日とも午前９時から午後
５時までの案内となります。

〒325-0303　栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山3375-637

１　早めのご予約がお得！早割りキャンペーン!! 
月曜～木曜日限定（祝前日、夏期期間7/15～8/31を除く）で
１人１泊ごとに下記金額が宿泊料から割引となります。

名　称 対象期間
（ご利用月を含めた月数）

大人割引額

早割り５ 6カ月前から5カ月前のご予約 1,000円

早割り３ 4カ月前から3カ月前のご予約 500円

２　60歳以上の方が一緒でお得！シルバー割引!! 
日曜～金曜日限定（祝前日、夏期期間を除く）で60歳以上の方
が宿泊される場合、シルバー割引としてグループ全員の大人の
宿泊料から500円割引となります。

３　日曜日の宿泊がお得！
　　学校行事振替休日キャンペーン!! 

日曜日（祝前日、夏期期間を除く）にご宿泊のお子様（小学生
以下）の宿泊料が無料!!

さらに 上記の割引との併用も可能な平日連泊でのご利用がお
すすめです！

●平 日 割：宿泊料金から大人１名様ご１泊につき1,000円
割引いたします。

●平日連泊割：３泊以上の場合、さらに宿泊料金から10%割引
いたします。

⇒平日割ご利用で、、、
なんと大人１名様4,700円からのご利用が可能です!!

那須の森ヴィレッジのお得な割引特典割引特典 ! !! !

ひとあしのばしてひとあしのばして那須高原

直営施設利用券の
ご案内

直営施設利用券は、2親等の方までご利用いただけます。
ご使用の際は、チェックイン時に必ず組合員証または被扶養
者証、ご加入の健康保険証をご提示ください。

日曜～木曜日での宿泊がお得！　平日割引プラン
（祝前日、夏期期間7/15～8/31を除く）

那珂川の支流、木の俣川はまさに清流です。園地内には遊
歩道、吊り橋が整備され、植物や大岩奇岩などが作り出す
景色に自然の偉大さを感じながら散策を
楽しむことができます。季節によっては
川遊びもできます。

当組合の「遊園施設利用助成金」の
対象に那須高原ビジターセンターの
「クラフト体験」がございます。

令和5年度から木の俣園地近くの「板
室ダム湖カヌー体験ツアー（ネイチャー
プラネット）」が当組合の「遊園施設利
用助成金」の対象になりました。

那須高原ビジターセンター
　那須の森ヴィレッジから車で15分

木の俣園地
　那須の森ヴィレッジから車で10分

館内では「那須甲子地域」に関する歴史や自然について、
映像や写真・資料展示などを行っています。また周辺には
遊歩道が整備されており、那須連山など、四季折々の風景
を楽しむことができます。定期的にイベントも開催されて
おり、地元の人々の交流の場として広く利用されています。

那須塩原市ホームページ
木の俣渓谷と木の俣園地

那須高原ビジターセンター
ホームページ
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Okura Chiba Hotel News June 2023 オークラ千葉ホテルニュース～これまでも  これからも  皆様と共に～

※すべてのメニューは天候等の入荷状況により、食材が変更となる場合がございます。※すべてお一人様料金です。　※クーポンのご利用はページ下部のクーポンをご持参ください。

～ 7 月31 日㈪ ～ 7 月31 日㈪ 
平日ランチ平日ランチ 4,500円4,500円

チャイナコース

キ
リ
ト
リ
線

レストラン「セブンシーズ」 組合員様限定クーポン
※上記 表記のあるプランのみ割引対象とさせていただきます。
※組合員様がご一括でお会計いただきました場合、ご一緒の皆様全員を同様の割引対象とさせていただきます。
※ご予約の際に、本券ご利用の旨をお申し出ください。 ※ご注文の際に、組合員証と本券を必ずご提示ください。
※他の割引券等の併用はお受けいたしかねます。

キ
リ
ト
リ
線

7月

　有効期限：7月1日㈯～7月30日㈰
　　　　　　の金～日曜日・祝日

夏祭り会席
ディナー
タ イ ム

5,000円
（一般 6,000 円）

一般料金より

1,000円
OFF!!

キ
リ
ト
リ
線

蟹肉入りふかひれスープやプリプリ食感がたまらない海老春捲きと、
お得に楽しめる平日ランチタイム限定の中国料理コース。

クーポン ラ ン チ
タ イ ム

7 月1 日㈯～ 7 月30 日㈰の金～日曜日・祝日7 月1 日㈯～ 7 月30 日㈰の金～日曜日・祝日
5,000 円5,000 円　（一般 6,000円）　（一般 6,000円）

日本料理  夏祭り会席

組合員様特別料金

7 月の日本料理会席は、川の幸、海の幸、野の幸の食材で夏祭り！
旬の食材や鰻を食べて、熱い夏を乗り切ろう。

クーポン ディナー
タ イ ム

〈イメージ〉〈イメージ〉〈イメージ〉〈イメージ〉

レストラン  「セブンシーズ」TEL 043（248）1128 朝食タイム 7：00 ～ 9：30 〈日～木・祝日〉17：00 ～ 20：00〈金・土・祝前日〉17：00 ～ 20：30ディナータイムランチタイム 11：30 ～ 14：00 お問い合わせ・ご予約 

お問い合わせ・ご予約 営業企画課　TEL 043(248)1302

7 月29 日㈯7 月29 日㈯
お一人様　お一人様　20,000円20,000円組合員様特別料金

ものまね
スーパーLIVE 
2023
原口あきまさ、荒牧陽子、ビューティー
こくぶの最強ものまね・歌まね王者た
ちが繰り広げる “ 笑いあり、感動あり ”
の LIVE ショーが帰ってくる !!

古くから伝わる秋の風物詩 “ お月見 ”
輝く夜空に響く津軽三味線と琴の音色を、日本料
理の会席とともにお楽しみください。

※ショーとディナーは別会場のご用意です。
※ 1 部にご予約いただいた組合員様のお食
事は、レストランに於いてグループテーブ
ルでご用意させていただきます。2 部をご
予約いただいた組合員様は宴会場にてご相
席でのご用意です。

※お席の指定および事前のご確認はお断りしております。※ご入金後のキャンセルにつきましてはご返金いたしかねます。
※諸般の事情に鑑み、直前の公演延期、変更等が生じる可能性がございます。※予約時にいただいた個人情報は、本公演に関する事のみに使用させていただきます。

ものまねショーの前にディナー
〔受付 16:00 ～〕ディナー 16:30 ～／ショー 18:00 ～
ものまねショーの後にディナー

〔受付 17:30 ～〕ショー 18:00 ～／ディナー 19:40 ～

【１部】

【２部】

ご予約受付中！

9 月 29 日㈮
開演 18：30 ～（受付 18：00 ～）

お月見会津軽三味線と愛でる

お一人様　お一人様　12,000円12,000円組合員様限定
　（一般 14,000 円）　（一般 14,000 円）

　（一般 23,000円）　（一般 23,000円）

10：00 ～ 18：00

あの有名人
が

あの有名人
が

　　すぐそ
こに

　　すぐそ
こに！！

出演：津軽三味線　
　　　脩一朗＆大地
　　　Shuichiro ＆
　　　　　　Daichi
　　　文化箏
　　　上村美穂

6月 チャイナコース
ランチ
タ イ ム

ワンドリンク
サービス

　有効期限：6月 1 日㈭～
　　　　　　6月30日㈮の平日

※料金にはショー、ディナー、アルコールを含むお飲み物、消費税、サービス料が含まれます。

※お席はご相席となります。

会員にご登録ください！
One Harmony にご入会のお客様は、レストランのご利用料金
から10％割引いたします（クーポンとの併用はいただけま
せん）。下図 QR コード、もしくは当ホテルのフロントカウン
ターなどでご入会いただけます。

「　　　　　　　　　　　」

お問い合わせ TEL 043（248）1111（フロント）

ID   okura 　パスワード  chiba
組合員様だけがご利用いただける専用ページからのご予約等で、おトクがいっぱい！
オークラ千葉ホテル　検索 CLICK! 千葉県市町村職員共済組合

組合員の皆様へ
CLICK!
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